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平
成
一
四
年
度
の
商
法
改
正
（
平
成
一
五
年
四
月
一
日
施
行
）
に
よ
り
委
員
会
等
設
置
会
社
の
制
度
が
導
入
さ
れ
、
取
締
役
会
の

中
に
社
外
取
締
役
が
過
半
数
を
占
め
る
指
名
委
員
会
・
監
査
委
員
会
・
報
酬
委
員
会
の
三
委
員
会
を
設
置
し
、
業
務
執
行
を
担
当
す

る
執
行
役
を
置
き
、
監
査
役
を
侭
か
な
い
ア
メ
リ
カ
型
の
経
営
管
理
機
構
が
導
入
さ
れ
た
。
こ
の
制
度
を
利
用
で
き
る
会
社
は
、
商

法
特
例
法
上
の
大
会
社
と
み
な
し
大
会
社
（
資
本
の
額
が
一
億
円
以
上
の
会
社
で
、
会
社
の
定
款
で
会
計
監
査
人
の
監
査
を
受
け
る

旨
の
定
め
を
し
た
会
社
）
で
あ
り
、
こ
の
制
度
を
選
択
す
る
か
、
現
行
の
監
査
役
制
度
や
取
締
役
会
・
代
表
取
締
役
制
度
を
存
続
雑

目
次五四三二

は
じ
め
に

は
じ
め
に

委
員
会
等
設
置
会
社
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意
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と
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点
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査
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置
会
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を
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ぐ
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持
し
た
経
営
機
構
を
採
用
す
る
か
は
会
社
の
任
意
と
さ
れ
た
｡
こ
の
よ
う
な
選
択
肢
を
設
け
多
数
の
法
文
を
新
設
し
た
意
図
'
あ
る

(I
)

い
は
選
択
の
対
象
と
な
る
各
制
度
に
対
す
る
立
法
的
評
価
は
必
ず
し
も
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
｡
ま
た
'
二
つ
の
制
度
の
い
ず
れ
か

の
選
択
と
い
う
こ
と
は
'
両
制
度
が
代
替
的
か
つ
同
質
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
'
両
制
度
は
代
替
的
か
つ
同
質
の
制
度
と
い
え
る

(
2
)

の
か
疑
問
で
あ

る
｡

一
方
､
従
来
の
監
査
役
制
度
の
強
化
の
流
れ
に
沿
っ
た
商
法
改
正
に
よ
り
'
①
大
会
社
に
お
け
る
社
外
監
査
役
の
要
件
の
厳
格
化

(五
年
の
期
間
要
件
の
削
除
)
と
社
外
監
査
役
の
人
数
を
監
査
役
の
う
ち
の
半
数
以
上
と
す
る
こ
と
の
義
務
化

(商
法
特
例
法

一
八

条

1
項
)
'
②
大
会
社
の
株
主
総
会
に
お
け
る
監
査
役
適
任
議
案
に
対
す
る
監
査
役
会
の
同
意
権
お
よ
び
線
素
請
求
権
の
授
与

(商

法
特
例
法

一
八
条
三
項

二
二
条
二
項

･
三
項
)､
③
監
査
役
の
取
締
役
会

へ
の
出
席
お
よ
び
意
見
陳
述
の
義
務
化

(商
法
二
六

〇
条

の
三
第

一
項
)､
④
監
査
役
の
任
期
を
三
年
か
ら
四
年
に
延
長

(商
法
二
七
三
条

一
項
)
､
⑤
監
査
役
の
選
任

･
解
任
に
関
す
る
株
主

総
会
で
の
意
見
陳
述
権
の
授
与

(商
法
二
七
五
条
の
三
)､
な
ど
の
手
当
て
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
そ
こ
で
'
両
制
度
に
お
け
る
企
業

統
治
機
構
を
め
ぐ
る
意
義
と
問
噸
点
を
明
確
化
し
'
両
制
度
の
比
較
検
討
を
行
い
'
企
菜
統
治
法
制
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
こ
と
が

本
稿
の
目
的
で
あ
る
｡

二

委
員
会
等
設
置
会
社
の
意
義
と
問
題
点

-

委
且
会
等
設
置
会
社
制
度
導
入
の
趣
旨

新
し
い
経
営
機
構
制
度
で
あ
る
委
員
会
等
設
置
会
社
制
度
の
導
入
の
目
的
は
､
業
務
執
行
と
監
督
の
分
解
を
図
り
､
取
締
役
会
の

監
督
機
能
を
強
化
し
､
効
率
的
な
業
務
執
行
を
達
成
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
従
来
の
監
査
役
設
置
会
社
制
度
で
は
､
執
行
と
監
督
の
分
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雛
が
不
十
分
で
あ
り
、
取
締
役
や
監
査
役
の
人
選
や
報
酬
の
決
定
権
は
、
事
実
上
、
代
表
取
締
役
が
有
す
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
代

表
取
締
役
に
対
す
る
監
視
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
難
し
い
と
す
る
見
解
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
取
締
役
会
が
選
任
す
る
執
行
役
へ
業

務
執
行
の
決
定
権
限
が
取
締
役
会
か
ら
大
幅
に
委
譲
さ
れ
、
執
行
役
が
業
務
執
行
権
限
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

委
員
会
等
設
置
会
社
の
取
締
役
は
、
業
務
執
行
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
（
商
法
特
例
法
二
一
条
の
六
第
二
項
）
、
取
締
役
と
執

行
役
の
兼
任
は
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
取
締
役
会
が
取
締
役
・
執
行
役
の
職
務
を
監
督
す
る
が
（
商
法
特
例
法
二
一
条
の

七
第
一
項
）
、
効
率
性
と
健
全
性
を
厳
正
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
必
要
性
か
ら
、
取
締
役
会
の
中
に
、
独
立
性
を
有
す
る
社
外
取
締
役
を

中
心
と
し
た
三
委
員
会
（
指
名
委
員
会
・
監
査
委
員
会
・
報
酬
委
員
会
）
が
執
行
役
制
度
と
ワ
ン
セ
ッ
ト
で
設
置
さ
れ
た
（
商
法
特

三
委
員
会
制
度
は
、
独
立
性
を
有
す
る
社
外
取
締
役
が
各
委
員
会
の
過
半
数
を
占
め
る
こ
と
に
よ
り
、
取
締
役
会
の
監
督
機
能
の

強
化
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
指
名
委
員
会
は
株
主
総
会
に
対
す
る
取
締
役
の
選
任
・
解
任
議
案
の
決
定
権
を
有
し
、
報
酬
委

員
会
が
個
人
別
の
報
酬
を
決
定
し
、
監
査
委
員
会
に
お
い
て
業
務
執
行
の
効
率
性
を
含
め
た
監
査
を
行
い
、
取
締
役
会
に
よ
っ
て
執

行
役
の
選
任
・
解
任
が
行
わ
れ
る
。
し
か
し
、
監
査
役
設
置
会
社
制
度
と
比
較
し
て
、
ど
ち
ら
の
制
度
の
方
が
、
よ
り
効
率
的
な
業

務
執
行
を
達
成
で
き
監
督
機
能
が
強
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
は
、
会
社
の
実
情
に
応
じ
異
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
代
替
性
と
同
質
性

に
疑
問
の
あ
る
両
制
度
の
選
択
的
適
用
に
よ
る
制
度
間
競
争
に
よ
り
、
企
業
統
治
の
実
効
性
が
高
め
ら
れ
る
と
い
う
見
解
に
は
説
得

中
心
と
し
た
三
委
員
会
（
指

例
法
二
一
条
の
五
第
一
項
）
。

三
委
員
会
制
度
は
、
独
立

力
が
な
い
。

ま
た
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
企
業
が
国
際
市
場
で
資
金
調
達
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
グ
ロ
ー
バ
ル
型
の
ガ
パ
ナ
ン
ス
・
シ
ス
テ

ム
で
な
い
と
投
資
家
の
理
解
を
得
に
く
い
と
い
う
認
識
が
、
委
員
会
等
設
置
会
社
導
入
の
背
景
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
も
事
実
で
あ

ろ
う
が
、
す
べ
て
の
企
業
に
同
様
の
事
情
が
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
し
か
し
、
企
業
の
実
情
に
あ
っ
た
企
業
統
治
を
実
現
す
る
た
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め
に
選
択
肢
を
増
や
し
た
趣
旨
は
理
解
で
き
る
が
｣
ど
の
よ
う
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
･
シ
ス
テ
ム
が
適
切
か
つ
グ
ロ
ー
バ
ル
型
で
あ
る
か

明
確
化
さ
れ
て
い
な
い
現
状
で
､
少
な
く
と
も
'
目
標
達
成
の
う
え
で
優
れ
た
も
の
を
新
し
い
メ
ニ
ュ
ー
と
し
て
用
意
す
る
必
要
性

が
あ
る
べ
き
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
問
題
が
な
い
と
は
い
え
な
い
ア
メ
リ
カ
型
を
日
本
流
と
は
い
え
選
択
的
に
導
入
す
る
と
い
う
試
み

(3
)

は
'
コ
ー
ポ
レ
ー
ト

･
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
立
法
論
と
し
て
本
来
的
に
問
嶺
が
あ
る
と
い
ね
ざ
る
を
え
な

い
｡

企業統治法制の課確 (西田英人)

2

社
外
取
締
役

商
法
特
例
法
に
定
め
ら
れ
た
委
員
会
等
設
置
会
社
の
各
種
委
員
会
は
'
三
名
以
上
の
取
締
役
に
よ
り
構
成
さ
れ
'
過
半
数
は
社
外

取
締
役
で
か
つ
執
行
役
で
な
い
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(商
法
特
例
法
二
一
条
の
八
第
四
項
)
｡
こ
の
社
外
取
締
役
と
は
商
法
で

規
定
す
る
社
外
取
締
役
の
こ
と
で
あ
り
'
そ
の
会
社
の
業
務
を
執
行
し
な
い
取
締
役
で
あ
っ
て
､
過
去
に
そ
の
会
社
ま
た
は
子
会
社

の
業
務
を
執
行
す
る
取
締
役
'
執
行
役
ま
た
は
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
と
な
っ
た
こ
と
が
な
く
t
か
つ
､
現
に
子
会
社
の
業
務
を

執
行
す
る
取
締
役
も
し
く
は
執
行
役
ま
た
は
そ
の
会
社
ま
た
は
子
会
社
の
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
で
な
い
者
を
い
う

(商
法
特
例

法

一
条
の
三
第

一
項
二
号
､
商
法

一
八
八
条
二
項
七
号
の
二
)｡
な
お
､
親
会
社
の
取
締
役
や
執
行
役
ま
た
は
使
用
人
は
社
外
取
締

役
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
｡
し
か
し
､
親
会
社
の
不
当
な
要
求
そ
の
他
の
支
配
権
行
使
の
適
法
性
や
妥
当
性
の
チ
ェ
ッ
ク
は
期
待
で

(4
'

き
な
い
こ
と
か
ら
､
親
会
社
の
取
締
役
等
に
社
外
性
を
認
め
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
｡

監
査
役
設
置
会
社
に
お
い
て
は
'
通
常
'
内
部
で
昇
進
し
た
取
締
役
は
従
業
員
性
を
有
し
て
お
り
'
代
表
取
締
役
の
指
揮
命
令
下

に
凍
り
な
が
ら
そ
れ
を
監
督
す
る
と
い
う
立
場
に
あ
り
､
有
効
な
監
督
機
能
は
期
待
で
き
な
い
｡
社
外
取
締
役
に
は
､
そ
れ
ら
が
代

(5
)

表
取
締
役
か
ら
独
立
し
た
立
場
に
あ
り
'
従
業
員
性
を
有
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
｡
ま
た
'
会
社
と
の
問
に
人
的
関

係
ま
た
は
取
引
関
係
が
あ
る
者
を

一
律
に
社
外
取
締
役
の
欠
格
事
由
と
す
る
こ
と
は
､
十
分
な
監
視
機
能
を
期
待
で
き
る
と
考
え
が
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ち
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
関
係
の
有
無
が
社
外
取
締
役
の
独
立
性
や
適
格
性
を
決
定
す
る
要
件
に
な
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
経
営

の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
必
要
な
の
は
独
立
取
締
役
で
あ
り
、
社
外
取
締
役
が
独
立
取
締
役
で
あ
る
場
合
に
は
経
営
者
の
監
督
に
は
有
益

で
あ
る
が
、
社
外
取
締
役
が
独
立
取
締
役
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
社
外
取
締
役
の
人
材
難
を
助
長
す
る
こ
と
に
も
な
り

か
ね
な
い
の
で
現
実
的
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
執
行
役
の
同
居
親
族
や
親
会
社
の
役
職
員
、
顧
問
契
約
を
結
ん
で
い
る
経
営
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
な
ど
明
ら
か
に
実
質
的
独
立
性
に
疑
問
の
あ
る
者
は
、
社
外
取
締
役
か
ら
除
外
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

社
外
取
締
役
の
多
く
は
、
他
の
会
社
の
経
営
者
、
機
関
投
資
家
の
代
表
者
、
弁
護
士
、
公
認
会
計
士
、
大
学
教
授
な
ど
他
に
主
た

る
職
業
を
別
に
も
つ
非
常
勤
取
締
役
で
あ
り
、
会
社
の
意
思
決
定
に
際
し
大
所
高
所
の
意
見
、
高
い
見
識
、
公
共
的
外
部
的
視
点
を

導
入
す
る
こ
と
が
で
き
、
経
営
判
断
の
質
的
向
上
、
経
営
の
透
明
度
の
増
大
、
監
督
機
能
の
強
化
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

職
務
執
行
に
限
ら
れ
た
時
間
し
か
さ
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
り
、
会
社
の
業
務
執
行
に
対
す
る
専
門
的
知
識
や
経
験

に
精
通
し
て
い
な
い
こ
と
が
多
く
、
的
確
な
意
思
決
定
や
監
督
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
懸
念
が
あ
る
。
ア
メ
リ
力

の
よ
う
に
取
締
役
会
の
過
半
数
以
上
が
現
業
を
把
握
し
て
い
な
い
社
外
取
締
役
で
あ
る
場
合
に
は
、
本
来
の
経
営
政
策
の
策
定
に
か

（
６
）

え
っ
て
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
社
外
取
締
役
が
業
務
執
行
の
意
思
決
定
に
関
与
し
た
場
〈
ロ
、

そ
の
監
督
に
も
期
待
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
社
外
取
締
役
の
機
能
は
、
取
締
役
会
に
よ
る
業
務
執
行
の
意
思
決
定
で
は
な
く

監
督
に
特
化
し
た
局
面
に
あ
る
と
い
え
る
。
た
だ
、
取
締
役
会
の
過
半
数
を
社
外
取
締
役
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
委
員

（
７
）

会
制
度
を
採
用
す
る
必
要
は
な
く
な
る
。
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
ー
フ
ル
と
委
員
会
制
度
と
は
論
理
的
に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
社
外
取
締
役
は
経
営
陣
の
提
供
す
る
情
報
に
よ
ほ
ど
明
ら
か
な
誤
り
が
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
ま

（
８
）

ま
信
頼
す
れ
ば
法
的
責
任
を
問
わ
れ
る
｝
」
と
は
な
い
。
委
員
〈
室
等
設
置
会
社
に
お
い
て
も
社
外
取
締
役
は
、
執
行
役
か
ら
の
提
案
を

判
断
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
社
外
取
締
役
は
稲
極
的
に
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
経
営
者
と
社
外
取
締
役
と
の
間
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す
る
も
の
と
考
え
る
。

に
健
全
な
緊
張
関
係
を
生
み
出
す
と
い
う
意
味
か
ら
、
特
段
の
事
情
が
な
い
か
ぎ
り
、
執
行
役
に
合
理
的
な
資
料
を
も
と
に
説
明
す

（
９
）

る
こ
と
を
求
め
、
納
得
で
き
な
い
と
き
は
そ
の
旨
を
率
直
に
申
し
述
べ
る
こ
と
で
十
分
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
委
員
〈
室

等
設
圏
会
社
は
取
締
役
が
執
行
役
を
兼
務
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
大
多
数
が
兼
任
取
締
役
と
な
り
社
外
取
締
役
は
少
数
と
な
る
状

況
で
、
執
行
の
監
督
を
社
外
取
締
役
に
期
待
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
だ
が
、
監
督
の
基
準
や
内
容
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
結

（
Ⅲ
）

果
と
し
て
社
外
取
締
役
の
役
割
が
不
明
確
で
あ
り
、
適
格
者
の
条
件
も
あ
い
ま
い
に
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
委
員
会
の
委
員
の
兼
任
に
つ
い
て
は
特
別
の
禁
止
規
定
が
な
い
た
め
、
社
外
取
締
役
を
二
名
し
か
選
任
せ
ず
、
そ
の
二

人
に
三
委
員
会
の
委
員
を
兼
任
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
は
従
来
の
代
表
取
締
役
と
監
査
役
の
権
限
を
保
有
す
る
こ
と
に

な
り
、
社
外
取
締
役
の
権
限
が
強
大
化
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
反
面
、
三
委
員
会
の
連
携
の
た
め
肯
定
的
に
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
よ

（
Ⅲ
）

う
。
ま
た
逆
に
、
社
外
取
締
役
は
社
内
情
報
に
通
じ
て
い
な
い
か
ら
、
委
員
会
等
設
置
会
社
に
お
い
て
は
社
外
取
締
役
は
経
営
者
に

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
や
す
い
と
い
う
懸
念
も
あ
る
。
特
に
、
社
外
取
締
役
の
持
ち
合
い
が
あ
る
場
合
に
は
、
社
外
取
締
役
が
経
営
を

モ
ー
タ
ー
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
そ
の
制
度
は
無
意
味
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
社
外
取
締
役
制
度
の
機
能
に
関
す
る
実
証
研
究
の
結
果
を
見
る
か
ぎ
り
で
は
、
経
営
の
効
率
性
の
向
上
、
経

（
胆
）

営
の
適
法
性
の
確
保
な
ど
い
ず
れ
の
監
視
機
能
に
お
い
て
も
積
極
的
な
効
果
は
見
ら
れ
な
い
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
反
面
、
社
外
取

締
役
か
ら
取
締
役
会
が
広
い
視
野
の
有
益
な
経
営
助
言
を
得
る
こ
と
は
意
義
が
あ
る
。
し
か
し
、
社
外
の
有
識
者
の
意
見
を
聞
く
こ

と
は
、
顧
問
や
経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
か
ら
で
も
可
能
で
あ
り
、
経
営
の
活
性
化
は
経
営
者
の
判
断
に
委
ね
る
べ
き
こ
と
で
、
法
改

正
の
よ
る
規
律
に
は
な
じ
ま
な
い
。
さ
ら
に
、
監
査
役
に
比
べ
て
社
外
取
締
役
に
会
社
の
違
法
行
為
を
事
前
に
防
止
す
る
効
果
が
あ

（
旧
）

る
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
社
外
取
締
役
の
役
割
に
多
く
を
期
待
し
、
社
外
取
締
役
を
中
心
と
し
た
法
規
制
は
再
検
討
を
要



1４１ 琉大法学第７２号（2004）

委
員
会
等
設
置
会
社
に
お
い
て
は
、
代
表
取
締
役
制
度
・
業
務
担
当
取
締
役
制
度
を
廃
止
し
て
、
機
動
的
か
つ
迅
速
な
経
営
を
可

能
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
執
行
機
能
を
取
締
役
会
か
ら
分
離
し
、
取
締
役
と
は
別
の
執
行
機
関
と
し
て
取
締
役
会
に
よ
り
委
任

を
受
け
た
執
行
役
が
、
業
務
執
行
事
項
の
決
定
お
よ
び
業
務
執
行
を
行
う
（
商
法
特
例
法
二
一
条
の
一
二
）
。
執
行
役
に
対
す
る
監

督
権
は
取
締
役
会
に
属
し
、
指
名
委
員
会
で
は
な
く
取
締
役
会
決
議
に
よ
り
選
任
・
解
任
さ
れ
（
商
法
特
例
法
一
一
一
条
の
一
三
第
一

項
・
六
項
）
、
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
資
本
多
数
決
型
で
は
な
く
業
務
執
行
決
定
型
の

（
川
）

選
解
任
で
あ
り
、
代
表
取
締
役
の
代
表
権
与
奪
や
業
務
担
当
取
締
役
の
業
務
執
行
権
の
与
奪
に
近
い
も
の
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
取

締
役
を
兼
務
す
る
執
行
役
に
対
す
る
指
名
委
員
会
に
よ
る
取
締
役
資
格
剥
奪
は
、
執
行
役
と
し
て
の
不
信
任
を
事
実
上
意
味
す
る
こ

（
旧
）

と
に
な
り
、
指
名
委
員
〈
声
に
よ
る
取
締
役
指
名
の
意
味
は
大
き
な
も
の
と
い
え
る
。

監
査
役
設
置
会
社
に
お
い
て
は
、
取
締
役
会
は
取
締
役
の
業
務
執
行
を
監
督
す
る
が
（
商
法
二
六
○
条
一
項
）
、
そ
の
選
任
・
解

任
は
株
主
総
会
が
行
う
の
で
（
商
法
二
五
四
条
一
項
・
二
五
七
条
）
、
取
締
役
会
が
取
締
役
を
直
ち
に
選
解
任
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
こ
れ
に
対
し
、
委
員
会
等
設
置
会
社
で
は
、
取
締
役
会
が
執
行
役
の
業
務
執
行
を
監
督
す
る
と
と
も
に
選
解
任
す
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
株
主
は
株
主
総
会
に
お
い
て
取
締
役
を
選
解
任
す
る
だ
け
で
執
行
役
を
選
解
任
で
き
な
い
。
委
員
会
等
設
置
会
社
で
は
、

株
主
総
会
に
よ
り
選
任
さ
れ
な
い
執
行
役
が
、
業
務
決
定
権
限
の
大
幅
な
委
任
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
た
め
、
取
締
役
会
に

執
行
役
の
業
務
執
行
の
監
督
を
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
取
締
役
の
過
半
数
以
上
が
執
行
役
を
兼
任
し
て
い
る
場

合
や
有
力
な
執
行
役
が
取
締
役
を
兼
任
し
て
い
る
場
合
に
は
、
取
締
役
会
の
監
督
機
能
が
弱
ま
る
可
能
性
も
あ
り
、
取
締
役
の
執
行

役
兼
任
に
つ
い
て
は
兼
任
の
制
限
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
監
査
役
設
置
会
社
の
取
締
役
は
、
他
の
業
務
執
行
取
締
役
の
業
務
執
行
を
相
互
に
監
視
す
る
義
務
が
あ
り
、
法
令
違
反

３
執
行
役
と
取
締
役
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を
不
注
意
に
よ
り
見
逃
し
た
場
合
､
監
視
義
務
違
反
の
責
任
を
追
及
さ
れ
る
が
､
委
員
会
等
設
置
会
社
に
お
い
て
は
'
執
行
役
は
担

当
外
の
他
の
執
行
役
の
業
務
執
行
を
監
視
す
べ
き
法
的
義
務
を
負
う
こ
と
は
な
い
｡
し
か
し
､
職
務
分
拳
や
指
揮
命
令
関
係
に
よ
り

他
の
執
行
役
の
業
務
執
行
を
監
視
す
る
義
務
を
負
う
と
定
め
ら
れ
た
執
行
役

(代
表
執
行
役
や
上
位
の
執
行
役
な
ど
)
や

(商
法
特

例
法
二
一
条
の
七
第

一
項
三
号
)
'
執
行
役
兼
務
取
締
役
は
監
視
義
務
を
負
う
｡
ま
た
'
執
行
役
は
三
ケ
月
に

一
回
以
上
'
取
締
役

会
に
お
い
て
自
己
の
職
務
の
執
行
の
状
況
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
'
取
締
役
会
の
要
求
が
あ
っ
た
と
き
に
は
取
締
役
会
に
出
席

し
､
取
締
役
会
が
求
め
た
事
項
に
つ
い
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
さ
ら
に
'
執
行
役
は
取
締
役
会
の
招
集
を
請
求
す
る
こ
と

も
で
き
る

(商
法
特
例
法
二

一
条
の

一
四
第

一
項

二

一項

二
二
項
)｡
し
か
し
'
取
締
役
会
に
よ
る
執
行
役
の
業
務
執
行
に
対
す
る

監
督
機
能
が
弱
ま
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
そ
の
出
席
権
は
な
い
｡

一
方
'
取
締
役
会
か
ら
委
任
を
受
け
た

一
定
の
業
務
執
行
事

項
の
意
思
決
定
を
行
う
場
合
に
は
､
執
行
役
か
ら
構
成
さ
れ
る
執
行
役
会
に
よ
る
憤
重
な
合
議
を
経
た
意
思
決
定
が
今
後
求
め
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
｡
し
た
が
っ
て
､
執
行
役
会
に
お
け
る
執
行
役
の
責
任
を
明
確
化
し
た
商
法
特
例
法
に
よ
る
明
文
規
定
の
法
定
が
必
要

で
あ
る
｡

ま
た
､
執
行
役
に
は
取
締
役
と
異
な
り
定
見
が
な
く
'
取
締
役
会
に
よ
り
執
行
役
の
中
か
ら
代
表
取
締
役
に
相
当
す
る
代
表
執
行

役
が
定
め
ら
れ
る

(商
法
特
例
法
二
一
条
の

一
五
第

一
項
)｡
つ
ま
り
'
代
表
執
行
役
の
選
任
は
執
行
役
が
行
う
の
で
は
な
く
'
執

行
役
が
必
ず
し
も
構
成
員
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
取
締
役
会
に
よ
り
選
任
さ
れ
る
｡
代
表
執
行
役
の
任
期
や
解
任
に
つ
い
て

は
､
取
締
役
と
代
表
取
締
役
の
関
係
と
同
様
､
執
行
役
の
地
位
の
喪
失
に
と
も
な
い
代
表
執
行
役
の
地
位
も
喪
失
す
る
｡
代
表
執
行

役
は
､
会
社
の
営
業
に
関
す
る

一
切
の
裁
判
上
ま
た
は
裁
判
外
の
行
為
を
な
す
権
限
を
有
し

(商
法
特
例
法
二

一
条
の

一
五
第
三
項
､

商
法
七
八
条
)
'
数
人
の
代
表
執
行
役
に
よ
る
共
同
代
表
制
度

(商
法
特
例
法
二

一
条
の

一
五
第
二
項
)
や
表
見
代
表
執
行
役
制
度

も
採
用
さ
れ
て
い
る

(商
法
特
例
法
二
一
条
の

一
六
)｡
し
か
し
'
取
締
役
乗
務
の
有
力
な
代
表
執
行
役
の
権
力
集
中
を
防
ぐ
シ
ス
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テ
ム
が
な
け
れ
ば
'
社
外
取
締
役
を
中
心
と
し
た
三
委
員
会
制
度
と
い
え
ど
も
有
名
無
実
と
な
る
可
能
性
は
あ
る
｡

さ
ら
に
､
委
員
会
等
設
置
会
社
に
お
け
る
高
度
の
経
営
政
策
で
あ
る
配
当
政
策
と
し
て
の
利
益
処
分
案
等
は
取
締
役
会
で
決
定
さ

れ
る
の
で

(商
法
特
例
法
二
一
条
の
七
第
三
項
七
号
･
1
1
1
条
の
二
六
第

l
項
四
号
)
､
そ
の
決
定
に
対
す
る
倍
を
株
主
に
問
う
必
要

性
か
ら
取
締
役
の
任
期
は

一
年
と
さ
れ

(商
法
特
例
法
二
一
条
の
六
第

t
項
)
'
定
時
株
主
総
会
に
お
い
て
取
締
役
全
員
が
新
た
に

選
任
さ
れ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
取
締
役
会
に
よ
り
選
解
任
さ
れ
る
執
行
役
に
つ
い
て
も
'
新
た
な
取
締
役
会
に
よ
り
選
任
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
の
で
'
任
期
を
同
じ

1
年
と
し
た
の
で
あ
る

(商
法
特
例
法
二
1
条
の

二
二
第
三
項
)
｡
し
か
し
'
任
期
が

1
年
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
'
目
先
に
と
ら
わ
れ
た
短
期
的
視
野
か
ら
の
経
営
が
な
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
の
批
判
が
あ
る
｡

一
年
ご
と
に
取

締
役
の
業
務
執
行
を
審
査
す
る
と
い
う
意
義
は
認
め
ら
れ
る
が
､
取
締
役
が
株
主
総
会
で
説
明
す
る
で
あ
ろ
う
中
長
期
的
な
経
営
計

画
を
､
株
主
が
自
身
の
利
益
と
の
関
係
か
ら
公
正
･
客
観
的
に
判
断
で
き
る
と
は
か
ざ
ら
な
い
し
'
特
に
監
査
委
員
会
の
監
査
委
員

も
取
締
役
で
あ
り
'
任
期

一
年
の
監
査
で
は
十
分
な
監
査
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
｡
株
主
総
会
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
取
締
役
の
独

立
性
の
確
保
と
の
調
整
の
観
点
か
ら
'

一
律

一
年
の
任
期
に
つ
い
て
は
'
実
効
性
を
伴
う
法
シ
ス
テ
ム
と
し
て
再
検
討
を
要
す
る
と

思
わ
れ
る
｡

ま
た
､
委
員
会
等
設
置
会
社
に
お
い
て
は
'
取
締
役
会
は
業
務
の
決
定
を
取
締
役
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

(商
法
特
例
法

二
一
条
の
七
第
二
項
)
た
め
､
取
締
役
に
よ
る
兼
務
執
行
は
許
容
さ
れ
な
い

(商
法
特
例
法
二
一
条
の
六
第
二
項
)
｡
こ
れ
は
監
督

と
執
行
の
分
離
を
図
り
'
取
締
役
会
の
監
督
機
能
を
高
め
る
と
い
う
趣
旨
を
徹
底
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
取
締
役
が
業
務
執

行
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
執
行
役
を
兼
務
す
る
こ
と
に
な
る
が

(商
法
特
例
法
二
一
条
の
一
三
第
五
項
)
'
執
行
役
の

一
部
を
取
締
役
会
の
メ
ン
バ
ー
と
す
る
こ
と
に
よ
り
､
取
締
役
会
と
執
行
役
の
連
携
を
図
り
'
取
締
役
会
の
監
督
機
能
の
実
効
性
を

高
め
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
'
取
締
役
の
執
行
役
発
任
の
制
限
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
た
め
､
執
行
役
発
任
取
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締
役
が
取
締
役
会
の
過
半
数
以
上
を
占
め
た
場
合
､
取
締
役
会
の
監
督
機
能
の
形
骸
化
が
懸
念
さ
れ
る
｡
こ
の
た
め
､
取
締
役
の
内

部
機
関
で
あ
る
三
委
員
会
は
､
各
委
員
会
に
つ
き
､
そ
の
委
員
会
を
組
織
す
る
三
名
以
上
の
取
締
役
は
過
半
数
が
社
外
取
締
役
で
あ

り
､
執
行
役
で
な

い
も
の
で
な

け
れ
ば
な

らない(商
法
特
例

法
二
一条
の八
第
四項
)
｡
さ
ら
に
'
監
査
委
員
会
を
組
織
す
る
監

査
委
員
は
'
委
艮

会
等
設
置
会

社
も
し
く
は

子

会社の
執
行
役

等
を兼
務
する
こ
とは

で

き
な
い
も
の
と
し
た

(商
法
特
例
法
二

1

条
の
八
第
七
項
)
｡

一
方
'
執
行
役
と
取
締
役
の
兼
任
に
つ
い
て
は
､
執
行
役
の
成
組
を
客
観
的
に
評
価
し
解
任
権
を
行
使
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
､

執
行
役
と
取
締
役
の
兼
任
を
禁
止
す
べ
き
で
あ
り
､
そ
れ
に
よ
り
兼
務
執
行
と
監
督
の
分
離
を
徹
底
す
れ
ば
社
外
取
締
役
の
適
任
を

(_6
)

法
で
強
制
す
る
必
要
も
な
い
と
の
意
見
も
あ
る
｡
し
か
し
'
取
締
役
会
の
構
成
員
に
執
行
役
を
兼
務
す
る
者
が
い
れ
ば
､
情
報
の
共

有
化
や
意
思
決
定
へ
の
参
加
を
通
じ
て
'
双
方
を
連
携
さ
せ
る
こ
と
に
よ
る
取
締
役
会
と
執
行
役
の
両
者
の
機
能
向
上
に
つ
な
が
る

も
の
と
思
わ
れ
る
｡
た
だ
し
､
執
行
役
兼
任
取
締
役
の
影
響
力
が
強
け
れ
ば
'
取
締
役
会
に
よ
る
執
行
役
に
対
す
る
監
督
機
能
の
形

骸
化
の
お
そ
れ
が
あ
る
｡
少
な
く
と
も
'
代
表
執
行
役
の
取
締
役
兼
任
は
禁
止
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

ま
た
､
監
査
役
設
置
会
社
に
お
い
て
は
使
用
人
が
業
務
執
行
を
､
取
締
役
が
業
務
執
行
の
決
定
と
監
督
と
い
う
異
な
る
職
務
を
分

担
し
て
い
る
の
で
使
用
人
兼
務
取
締
役
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
'
委
員
会
等
設
置
会
社
の
執
行
役
は
業
務
執
行
を
担
当
す
る
会
社
の

機
関
で
あ
り
'
使
用
人
と
は
異
な
り
会
社
と
委
任
契
約
関
係
に
あ
る
点
で
取
締
役
と
共
通
で
あ
る
か
ら
'
使
用
人
発
務
執
行
役
が
た

だ
ち
に
存
立
し
な
い
と
は
い
え
な
い
｡
し
か
し
'
執
行
役
の
職
務
は
兼
務
執
行
と
そ
の

i
部
の
決
定
で
あ
り
､
使
用
人
の
そ
れ
と
基

((;
)

本
的
に
重
複
す
る
｡
し
た
が
っ
て
'
使
用
人
波
務
執
行
役
の
必
要
性
は
認
め
ら
れ
な
い
｡
さ
ら
に
'
執
行
役
の
監
督
を
主
た
る
職
責

(t8
)

と
す
る
取
締
役
が
'
執
行
役
の
指
揮
命
令
を
受
け
る
べ
き
使
用
人
を
兼
ね
る
こ
と
は
､
制
度
趣
旨
か
ら
疑
問
で
あ
る
｡

つ
ぎ
に
'
取
締
役
と
執
行
役
の
責
任
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
比
較
す
る
と
､
監
査
役
設
置
会
社
で
は
'
取
締
役
に
対
し
無
過
失
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責
任
を
含
む
厳
し
い
責
任
が
課
さ
れ
て
い
る
が
､
委
員
会
等
設
置
会
社
に
お
い
て
は
､
取
締
役
も
執
行
役
も
過
失
責
任
を
原
則
と
す

る
｡
し
た
が
っ
て
､
違
法
配
当
の
責
任

(商
法
特
例
法
二

一
条
の

一
八
)
と
利
益
相
反
取
引
の
責
任

(商
法
特
例
法
二

一
条
の
二
一

第

1
項
)
は
過
失
責
任
で
あ
る
が
'
利
益
供
与
責
任

(商
法
特
例
法
二

1
条
の
二
〇
第

1
項
)
は
監
査
役
設
置
会
社
の
取
締
役
と
同

じ
く
無
過
失
責
任
で
あ
る
｡
さ
ら
に
'
取
締
役
ま
た
は
執
行
役
は
､
そ
の
任
務
を
怠
っ
た
と
き
は
委
員
会
等
設
置
会
社
に
対
し
生
じ

た
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
い

(商
法
特
例
法
二

一
条
の

一
七
第

一
項
)
'
競
業
避
止
義
務
に
達
反
し
て
取
引
を
し
た
場
合
の
責

任
に
つ
い
て
は
'
損
害
額
の
推
定
規
定
が
準
用
さ
れ
る

(商
法
特
例
法
二

一
条
の

一
七
第
三
項
)
｡
ま
た
'
取
締
役
お
よ
び
執
行
役

の
義
務
は
'
す
べ
て
の
株
主
が
同
意
し
な
け
れ
ば
免
除
で
き
な
い

(商
法
特
例
法
二
一
条
の

一
七
第
二
項
)
が
'
取
締
役
の
責
任
軽

減
規
定
が
準
用
さ
れ

(商
法
特
例
法
二

一
条
の

一
七
第
四
項
･五
項
⊥
ハ
項
)
'
執
行
役
は
取
締
役
と
同
じ
く
報
酬
の
四
年
分
を
限
度

と
し
て
､
代
表
執
行
役
は
代
表
取
締
役
と
同
じ
く
六
年
分
を
限
度
と
し
て
責
任
軽
減
が
可
能
と
な
る
｡
な
お
'
執
行
役
に
対
し
て
も

株
主
代
表
訴
訟
が
認
め
ら
れ
て
い
る

(商
法
特
例
法
二

一
条
の
二
五
)｡
こ
の
よ
う
に
'
同
じ
事
項
に
つ
き
監
査
役
設
置
会
社
の
取

締
役
が
無
過
失
責
任
と
さ
れ
'
委
員
会
等
設
置
会
社
の
取
締
役
や
執
行
役
は
過
失
責
任
と
さ
れ
て
い
る
｡
取
締
役
や
執
行
役
の
責
任

に
つ
き
異
な
る
規
定
を
置
く
べ
き
理
由
は
何
処
に
も
見
当
た
ら
な
い
.
責
任
規
定
に
不
合
理
な
点
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
'
全
株
式
会

(柑
)

社
に
つ
い
て

一
律
に
改
正
を
な
す
べ
き
で
あ
る
｡

145

4

取
締
役
会
と
各
種
委
員
会

委
員
会
等
設
置
会
社
に
お
い
て
は
'
取
締
役
会
は
法
定
の
事
項
そ
の
他
委
員
会
等
設
置
会
社
の
業
務
を
決
定
し
､
取
締
役
お
よ
び

執
行
役
の
職
務
の
執
行
を
監
督
す
る
機
関
で
あ
り

(商
法
特
例
法
二

一
条
の
七
第

1
項
)
'
乗
際
の
監
督
機
能
は
取
締
役
会
内
の
各

種
委
員
会
に
重
ね
ら
れ
る
｡
各
種
委
員
会
は
'
取
締
役
会
の
下
部
組
織
で
は
あ
る
が
､
各
委
員
会
の
決
定
は
取
締
役
会
で
も
覆
す
こ
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と
が
で
き
ず
､
指
図
服
従
の
関
係
に
立
た
な
い
独
立
性
の
確
保
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
｡
取
締
役
お
よ
び
執
行
役
は
､
委
員
会
の
要
求

が
あ
っ
た
と
き
は
要
求
を
し
た
委
員
会
に
出
席
し
､
委
員
会
の
求
め
た
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(商
法
特
例

法
二

一
条
の
九
第

一
項
)
｡
ま
た
'
委
員
会
を
構
成
す
る
取
締
役
で
そ
の
所
属
す
る
委
員
会
が
指
名
す
る
者
は
'
取
締
役
会
を
招
集

す
る
こ
と
が
で
き

(商
法
特
例
法
二

一
条
の
九
第
二
項
)
'
そ
の
所
属
す
る
委
員
会
が
指
名
す
る
者
は
､
当
該
委
員
会
の
職
務
の
執

行
の
状
況
を
取
締
役
会
に
遅
滞
な
く
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(商
法
特
例
法
二

一
条
の
九
第
三
項
)
｡

ま
ず
､
各
種
委
員
会
の
う
ち
指
名
委
員
会
は
'
株
主
総
会
に
提
出
す
る
取
締
役
の
選
任
お
よ
び
解
任
に
関
す
る
議
案
の
内
容
を
最

終
的
に
決
定
す
る
権
限
を
有
す
る

(商
法
特
例
法
二

一
条
の
八
第

一
項
)
｡
し
か
し
､
執
行
役
発
務
取
締
役
が
指
名
委
員
会
の
構
成

員
に
な
る
こ
と
が
で
き
､
と
り
わ
け
代
表
執
行
役
が
指
名
委
員
会
の
構
成
員
と
な
っ
た
場
合
に
は
､
社
外
取
締
役
が
過
半
数
を
占
め

て
い
る
と
は
い
え
'
自
分
自
身
を
監
督
す
る
機
関
で
あ
る
取
締
役
会
の
構
成
員
を
推
蒋
す
る
こ
と
に
な
り
'
取
締
役
会
が
機
能
し
な

い
お
そ
れ
が
あ
る
｡
少
な
く
と
も
'
推
薦
基
準
を
明
確
化
し
開
示
す
る
と
と
も
に
､
株
主
総
会
で
の
説
明
義
務
を
鈍
す
必
要
が
あ
ろ

う
｡つ

ぎ
に
､
監
査
委
員
会
は
､
取
締
役
お
よ
び
執
行
役
の
職
務
の
執
行
を
監
査
し
'
株
主
総
会
に
提
出
す
る
会
計
監
査
人
の
選
任
お

よ
び
解
任
な
ら
び
に
再
任
し
な
い
こ
と
に
関
す
る
議
案
の
内
容
を
決
定
す
る
権
限
を
有
す
る

(商
法
特
例
法
二

一
条
の
八
第
二
項
)
｡

し
た
が
っ
て
'
監
査
委
員
会
の
監
査
委
員
に
執
行
役
を
雑
ね
る
取
締
役
が
就
任
し
た
場
合
､
自
己
監
査
と
な
り
監
査
の
実
効
性
が
損

な
わ
れ
る
こ
と
か
ら
'
執
行
役
兼
務
取
締
役
が
監
査
委
員
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い

(商
法
特
例
法
二

一
条
の
八
第
七
項
)
｡

ま
た
'
報
酬
要
員
会
は
'
取
締
役
お
よ
び
執
行
役
が
受
け
る
個
人
別
の
報
酬
の
内
容
を
決
定
す
る
権
限
を
有
す
る

(商
法
特
例
法

二
一
条
の
八
第
三
項
)
｡

執
行
役
兼
務取

締

役
(

代
表
執
行

役
を
含

む
)
は
報
酬委
員
会

の
委
員
に
な
る
こ
と
が
で
き
'
株
主
総
会

(20)

の
意
向
も
開
か
ず
に
決

定
す
るのであっ

て

はお

手
盛
り
の
批
判
は
免

れない
｡
た
だ
し
'
報
酬
要
員
会

の
委
員
自
身

の
報
酬
に
つ
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い
て
は
'
特
別
利
宙
関
係
を
有
す
る
取
締
役
と
な
る
こ
と
か
ら
'
決
定
に
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

(商
法
特
例
法
二

一
条
の
九

第
六
項
､
商
法
二
六
〇
条
の
二
第
二
項
)
｡
な
お
'
商
法
特
例
法
は
'
報
酬
委
員
会
が
取
締
役
お
よ
び
執
行
役
の
個
人
別
の
報
酬
の

内
容
の
決
定
に
関
す
る
方
針
を
定
め
､
営
業
報
告
書
に
記
載
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
は
い
る
が

(商
法
特
例
法
二
一
条
の

一
二
'
む

(a
)

し
ろ
'
報
酬
委
員
会
の
作
成
し
た
議
秦
を
株
主
総
会
の
決
議
事
項
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

さ
ら
に
'
委
員
会
等
設
置
会
社
で
は
'
取
締
役
会
が
利
益
処
分
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
が

(商
法
特
例
法
二
一
条
の
三

一
第

1
項
)､
お
手
盛
り
防
止
の
観
点
か
ら
､
利
益
処
分
と
し
て
取
締
役
や
執
行
役
に
金
銭
の
分
配

(役
員
貿
与
)
を
す
る
こ
と
は
禁
止

(_T:)

さ
れ
る
の
で

(商
法
特
例
法
二

一
条
の
三

1
第
二
項
)､
報
酬
委
員
会
が
報
酬
と
し
て
賓
与
相
当
額
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
｡
ま

た
'
ス
ト
ッ
ク
･
オ
プ
シ
ョ
ン
は
､
報
酬
的
性
格
を
有
す
る
が
新
株
予
約
権
の
無
慣
有
利
発
行
と
さ
れ
､
株
主
総
会
の
特
別
決
議
を

り岨
C

輩
す
る
こ
と
か
ら

(商
法
二
八
〇
条
の
二
一
)
､
報
酬
委
員
会
で
付
与
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
解
さ
れ
る
｡
し
か
し
､
取
締
役
会

が
利
益
処
分
権
限
を
有
L
t
株
主
能
会
の
権
限
を
縮
小
す
る
こ
と
は
'
会
社
法
制
の
あ
り
方
と
し
て
今
後
さ
ら
に
検
討
を
要
す
る
事

項
で
あ
る
｡

ま
た
'
各
委
員
会
を
構
成
す
る
委
員
は
'
取
締
役
会
の
構
成
員
で
あ
る
取
締
役
に
よ
り
組
織
さ
れ
'
委
員
の
選
解
任
権
は
取
締
役

会
に
あ
り
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
り
定
め
ら
れ
る

(商
法
特
例
法
二

一
条
の
八
第
四
項

･
五
項
)
｡
･し
か
し
'
委
員
会
等
設
置
会
社

の
取
締
役
会
は
'
社
外
取
締
役
が
過
半
数
を
占
め
る
こ
と
は
要
求
さ
れ
て
い
な
い
の
で
'
取
締
役
会
の
過
半
数
が
社
外
取
締
役
以
外

の
取
締
役
で
占
め
ら
れ
る
場
合
'
さ
ら
に
は
､
執
行
役
兼
務
取
締
役
が
取
締
役
会
の
多
数
を
支
配
す
る
と
き
は
､
委
員
会
は
単
な
る

追
認
期
間
と
な
る
可
能
性
は
十
分
考
え
ら
れ
､
取
締
役
会
に
よ
る
監
督
の
充
実

･
強
化
の
実
効
性
確
保
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
委
員

(a
)

会
制
度
が
有
名
無
実
化
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
｡
ま
た
'
取
締
役
会
の
意
見
を
と
り
ま
と
め
る
取
締
役
会
議
長
が
法
定
さ
れ
て
は
い
な

い
が
'
代
表
執
行
役
が
取
締
役
会
議
長
に
就
任
す
る
可
能
性
は
十
分
あ
り
､
執
行
と
監
督
を
分
離
し
委
員
会
制
度
を
機
能
化
さ
せ
る
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た
め
に
も
'
執
行
役
兼
務
取
締
役
の
人
数
を
制
限
す
る
と
と
も
に
､
情
報
虫
も
多
く
社
内
で
の
支
配
力
も
小
さ
く
な
い
代
表
執
行
役

の
取
締
役
兼
任
は
禁
止
す
べ
き
で
あ
る
｡

三

監
査
役
設
置
会
社
を
め
ぐ
る
諸
問
題

企業統治法制の課題 (薩田英人)

-

監
査
役
制
度
の
強
化

ア
メ
リ
カ
の
一
層
式
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

･
シ
ス
テ
ム
は
'
委
員
会
制
度
を
採
用
し
監
査
役
制
度
は
な
く
､
取
締
役
会
が
業
務
執
行
機

能
と
監
督
機
能
を

l
元
的
に
担
っ
て
い
る
制
度
で
あ
る
d
株
主
総
会
に
お
い
て
選
任
さ
れ
た
取
締
役
が
構
成
す
る
取
締
役
会
は
'
会

社
の
経
営
政
策
の
策
定
な
ら
び
に
会
社
の
財
務
事
項
'
主
要
な
計
画
､
会
計
監
査
等
の
審
査

･
承
認
お
よ
び
業
務
執
行
役
員
の
任
免

と
監
督
お
よ
び
そ
の
成
果
を
定
期
的
に
評
価
し
､
報
酬
を
決
定
す
る
権
限
と
機
能
を
有
し
て
い
る
｡
業
務
執
行
を
モ
ニ
タ
ー
す
る
権

限
を
'
社
外
取
締
役
か
ら
構
成
さ
れ
る
監
査
委
員
会
に
与
え
て
い
る
｡
こ
れ
に
対
し
､
ド
イ
ツ
に
お
け
る
二
層
式
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

･

シ
ス
テ
ム
は
､
株
主
総
会
が
監
査
役
を
任
免
し
､
監
査
役
か
ら
構
成
さ
れ
る
監
査
役
会
が
取
締
役
の
業
務
執
行
を
モ
ニ
タ
ー
す
る
権

限
の
ほ
か
取
締
役
の
任
免
権
や
決
算
番
の
確
定
権
も
有
す
る
｡
す
な
わ
ち
'
兼
務
執
行
機
関
で
あ
る
取
締
役
と
監
督
機
関
で
あ
る
監

査
役
会
が
別
個
の
機
関
と
し
て
分
離
独
立
L
t
取
締
役
が
業
務
執
行
機
能
を
監
査
役
会
が
監
督
機
能
を
そ
れ
ぞ
れ
二
元
的
に
分
担
し

て
い
る
制
度
で
あ
る
｡
わ
が
国
の
従
来
か
ら
の
監
査
制
度
は
､
取
締
役
会
が
取
締
役
の
業
務
執
行
を
自
己
監
督
す
る
と
と
も
に
'
監

査
役
も
取
締
役
の
業
務
執
行
を
監
督
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
二
重
の
監
査
シ
ス
テ
ム
が
採
用
さ
れ
て
い
る
｡

さ
ら
に
'
平
成

一
三
年
の
商
法
改
正
に
よ
り
①
監
査
役
の
取
締
役
会

へ
の
出
席

･
意
見
陳
述
を
義
務
化

(商
法
二
六

〇
条
の
三
第

一
項
)
'
②
監
査
役
の
任
期
を
四
年
と
し

一
年
伸
長

(商
法
二
七
三
条

一
項
)
'
③
監
査
役
は
株
主
総
会
に
お
い
て
監
査
役
の
適
任

･
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解
任
に
関
す
る
意
見
陳
述
が
可
能
（
商
法
二
七
五
条
の
三
）
、
④
辞
任
し
た
監
査
役
は
株
主
総
会
で
そ
の
理
由
つ
い
て
の
陳
述
が
可

能
（
商
法
二
七
五
条
の
一
一
一
の
二
）
、
⑤
大
会
社
に
お
け
る
社
外
監
査
役
の
要
件
の
厳
格
化
と
社
外
監
査
役
の
人
数
を
監
査
役
の
う
ち

の
半
数
以
上
と
す
る
こ
と
の
義
務
化
（
商
法
特
例
法
一
八
条
一
項
）
、
⑥
大
会
社
の
株
主
総
会
に
お
け
る
監
査
役
選
任
議
案
に
対
し

て
監
査
役
会
の
同
意
を
要
し
、
株
主
総
会
の
議
題
と
す
る
よ
う
提
案
請
求
す
る
こ
と
が
可
能
（
商
法
特
例
法
一
八
条
三
項
・
三
条
二

項
・
三
項
）
、
を
定
め
て
監
査
役
の
機
能
の
強
化
が
な
さ
れ
た
。

監
査
役
の
任
期
に
関
す
る
商
法
の
規
定
は
、
取
締
役
か
ら
監
査
役
に
横
す
べ
り
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
た
び
た
び
改
正

さ
れ
て
き
た
が
、
監
査
役
の
任
期
を
一
期
限
り
五
年
な
い
し
は
六
年
と
し
、
再
任
を
認
め
な
い
と
す
る
こ
と
に
よ
り
身
分
保
証
を
す

れ
噸
代
表
取
締
役
の
影
響
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
監
査
に
専
念
す
る
こ
と
が
で
き
、
監
査
の
実
効
性
を
担
保
で
き
る
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。
さ
ら
に
、
あ
る
会
社
の
監
査
役
が
任
期
終
了
後
、
他
の
会
社
の
監
査
役
に
就
任
す
れ
ば
社
外
監
査
役
と
な
る
の
で
あ

る
か
ら
、
ひ
と
つ
の
会
社
で
の
任
期
を
五
年
な
い
し
は
六
年
と
し
て
、
他
の
会
社
へ
移
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
と
る
こ
と
に
よ
り
社

外
監
査
役
の
市
場
が
形
成
さ
れ
、
監
査
役
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
会
社
で
の
知
識
と
経
験
を
活
か
し
た
、
独
立
性
と
客
観
性
お
よ
び
社

会
性
を
も
っ
た
社
外
監
査
役
と
し
て
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

一
方
、
社
外
監
査
役
は
、
そ
の
就
任
前
に
大
会
社
ま
た
は
そ
の
子
会
社
の
取
締
役
、
執
行
役
ま
た
は
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
と

な
っ
た
こ
と
が
な
い
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
商
法
特
例
法
一
八
条
一
項
）
。
し
た
が
っ
て
、
親
会
社
や
主
要
取
引
先
の
取
締
役
、

（
別
）

支
配
人
、
使
用
人
等
は
社
外
監
査
役
に
な
る
こ
と
が
で
き
、
〈
室
社
業
務
の
適
法
性
を
監
査
す
る
社
外
監
査
役
と
し
て
疑
問
が
残
る
。

ま
た
、
大
会
社
の
社
外
監
査
役
の
人
数
を
監
査
役
の
う
ち
の
半
数
以
上
と
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
社
内
監
査
役
は
、
社
内
事
情

に
精
通
し
て
お
り
的
確
か
つ
迅
速
に
監
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
従
来
か
ら
の
特
殊
関
係
に
よ
り
客
観
的
な
立
場
か
ら
監
査
し

に
く
い
面
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
客
観
的
視
点
で
監
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
社
外
監
査
役
を
選
任
す
る
こ
と
に
よ
り
、
社
内
監
査
役
と
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協
力
し
て
適
正
な
監
査
を
行
お
う
と
す
る
の
が
狙
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
会
社
の
監
査
役
の
増
員
を
行
わ
な
い
か
ぎ
り
社
内
監
査
役

（
町
）

の
減
少
を
招
き
、
監
査
機
能
の
面
で
弱
体
化
す
る
危
険
性
が
あ
る
。
大
会
社
に
お
い
て
は
取
締
役
の
人
数
は
一
一
一
人
以
上
（
商
法
二
五

五
条
）
、
監
査
役
の
人
数
も
三
人
以
上
（
商
法
特
例
法
一
八
条
一
項
）
と
定
め
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
大
会
社
で

（
泌
）

は
、
監
査
役
の
人
数
は
取
締
役
の
人
数
に
比
べ
て
異
常
な
く
ら
い
過
少
で
あ
る
。
現
在
、
取
締
役
の
数
も
減
少
の
傾
向
に
あ
り
、
各

会
社
の
特
殊
性
も
あ
る
の
で
、
取
締
役
と
監
査
役
の
人
数
の
比
率
を
定
め
る
こ
と
は
妥
当
性
を
欠
く
と
思
わ
れ
る
が
、
会
社
の
規
模

（
売
上
高
、
総
資
産
額
、
資
本
金
、
従
業
員
数
等
）
に
応
じ
て
監
査
役
の
人
数
を
規
定
す
る
こ
と
は
望
ま
し
い
。

さ
ら
に
、
監
査
役
の
監
査
権
限
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
適
法
性
監
査
に
か
ぎ
ら
ず
妥
当
性
監
査
に
ま
で
及
ぶ
の
か
、
法
に
明
示
規

定
が
な
い
た
め
さ
ま
ざ
ま
な
学
説
に
分
か
れ
て
い
る
。
業
務
執
行
に
直
接
関
与
す
る
こ
と
も
な
く
、
決
定
権
も
な
い
監
査
役
が
妥
当

性
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
は
、
取
締
役
の
経
営
活
動
に
対
し
不
当
に
介
入
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
ば
か
り
か
、
任
務
惚
怠
が

あ
れ
ば
無
過
失
を
立
証
し
な
い
か
ぎ
り
責
任
を
免
れ
な
い
こ
と
に
も
な
り
、
妥
当
性
監
査
の
任
務
を
課
し
責
任
を
負
担
さ
せ
る
こ
と

は
、
監
査
役
に
困
難
を
強
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
客
観
的
視
点
で
社
会
的
観
点
か
ら
監
査
を
行
う
社
外
監
査
役
に
よ
る
監
査

は
、
企
業
の
戦
略
決
定
を
含
め
取
締
役
の
経
営
行
動
の
妥
当
性
に
も
及
ぶ
も
の
と
考
え
ら
れ
、
監
査
役
に
取
締
役
会
へ
出
席
し
意
見

陳
述
を
義
務
づ
け
て
い
る
こ
と
は
（
商
法
二
六
○
条
の
三
第
一
項
）
、
監
査
役
が
妥
当
性
監
査
に
関
わ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
と

（
湖
〉

解
さ
れ
る
。

ま
た
、
監
査
役
は
、
取
締
役
の
選
解
任
に
つ
い
て
は
一
般
的
な
権
限
を
有
し
な
い
が
、
取
締
役
の
法
令
定
款
に
違
反
す
る
業
務
執

行
に
対
し
差
止
請
求
権
が
認
め
ら
れ
（
商
法
二
七
五
条
の
二
）
、
取
締
役
に
対
し
て
損
害
賠
償
の
請
求
を
提
起
す
る
こ
と
も
で
き
る

（
商
法
二
七
五
条
の
四
）
。
し
か
し
、
取
締
役
の
職
務
執
行
に
関
し
不
正
行
為
ま
た
は
法
令
定
款
に
違
反
す
る
重
大
な
事
実
を
発
見
し

た
と
き
は
、
取
締
役
の
職
務
執
行
全
体
を
停
止
さ
せ
る
権
限
が
監
査
役
に
与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
監
査
役
が
取
締
役
に
対
し
差
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止
請
求
権
や
損
害
賠
償
請
求
権
を
行
使
し
て
も
、
手
続
が
進
行
し
て
い
る
間
に
、
監
査
役
解
任
議
案
の
株
主
総
会
提
出
を
含
む
当
該

取
締
役
の
活
動
を
制
約
で
き
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
、
監
査
役
の
経
営
監
督
権
限
は
著
し
く
実
効
性
を
欠
く
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え

つ
ぎ
に
、
監
査
役
選
任
議
案
提
案
権
の
問
題
が
あ
る
。
監
査
役
候
補
者
の
提
案
権
は
取
締
役
会
が
有
し
て
い
る
が
、
事
実
上
、
人

事
権
と
報
酬
決
定
権
は
代
表
取
締
役
の
手
中
に
あ
る
こ
と
が
多
い
。
代
表
取
締
役
は
取
締
役
会
に
よ
り
任
免
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
実
質
的
に
は
取
締
役
会
の
構
成
員
で
あ
る
取
締
役
の
人
事
権
を
握
っ
て
い
る
取
締
役
の
中
の
最
上
位
者
で
あ
り
、
監
査
役
も
自

ら
を
選
任
し
て
く
れ
た
代
表
取
締
役
に
対
し
異
議
の
申
立
や
差
止
請
求
を
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
い
く
ら
商
法
で
監

査
役
の
地
位
の
強
化
を
図
っ
て
も
実
効
性
は
あ
が
ら
な
い
。
商
法
特
例
法
上
の
大
会
社
に
お
い
て
は
、
監
査
役
選
任
議
案
を
株
主
総

会
に
提
案
す
る
取
締
役
会
決
議
に
あ
た
り
、
監
査
役
会
は
同
意
権
お
よ
び
提
案
請
求
権
を
有
し
（
商
法
特
例
法
一
八
条
三
項
）
、
監

査
役
選
任
に
際
し
監
査
役
会
の
同
意
を
要
し
、
監
査
役
会
の
決
議
で
取
締
役
に
対
し
監
査
役
の
選
任
を
株
主
総
会
の
会
議
の
目
的
と

す
る
請
求
が
で
き
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
取
締
役
が
監
査
役
会
の
請
求
に
応
じ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
百
万
円
以
下
の
過
料
に
処

せ
ら
れ
る
（
商
法
特
例
法
三
○
条
一
項
九
号
・
’
○
号
）
。

し
か
し
、
監
査
役
の
選
任
議
案
が
取
締
役
会
の
手
に
握
ら
れ
て
い
る
現
行
法
の
も
と
で
は
、
監
査
役
会
の
同
意
と
い
っ
て
も
弱
い

も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
監
査
役
会
に
監
査
役
候
補
者
の
提
案
権
を
与
え
る
等
、
監
査
役
の
地
位
の
独
立
性
確
保
の
た
め
の
方

（
帥
）

策
を
探
る
必
要
が
あ
る
。
監
査
さ
れ
る
者
が
監
査
す
る
者
を
選
任
し
て
い
る
と
い
う
実
状
で
は
、
監
査
役
が
独
立
性
を
確
保
し
客
観

的
に
代
表
取
締
役
を
モ
ー
タ
ー
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
監
査
役
の
人
事
権
に
つ
い
て
は
監
査
役
会
が
、
取
締
役
の
人

事
権
に
つ
い
て
は
取
締
役
会
が
そ
れ
ぞ
れ
有
す
る
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。
英
米
型
一
層
式
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
シ
ス
テ
ム
や
ド
イ
ツ

型
二
層
式
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
シ
ス
テ
ム
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ど
ち
ら
か
が
一
方
の
人
事
権
を
掌
握
し
て
い
る
場
合
に
は
、
経
営

なへ
い30
｡￣
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と
監
督
の
分
離
が
不
明
確
と
な
り
､
実
質
的
に
取
締
役
の
経
常
を
監
督
す
る
の
は
自
分
自
身
で
あ
る
か
､
も
し
く
は
監
査
役
が
経
営

Dl拠
〔

を
行
う
と
い
う
不
合
理
が
生
じ
､
企
業
経
営
の
健
全
性
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
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2

取
締
役
会
改
革

平
成

1
四
年
五
月
の
商
法
特
例
法
改
正
に
お
い
て
､
大
会
社
ま
た
は
み
な
し
大
会
社
で
取
締
役
が

1
0
人
以
上
い
て
､
そ
の
う
ち

社
外
取
締
役
が

一
人
以
上
い
る
場
合
に
は
､
取
締
役
三
人
以
上
で
組
織
す
る
重
要
財
産
委
員
会
の
設
置
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
､

取
締
役
会
の
決
議
に
よ
り
委
任
を
受
け
た

｢会
社
の
重
要
な
る
財
産
の
処
分
お
よ
び
譲
受

(商
法
二
六
〇
条
二
項

一
号
)｣
｢多
額
の

借
財

(商
法
二
六
〇
条
二
項
二
号
)
｣
の
重
要
事
項
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

(商
法
特
例
法

一
条
の
三
)｡
た
だ
し
､
取
締
役
会

決
議
に
代
わ
る
効
力
を
有
す
る
こ
と
か
ら
'
重
要
財
産
委
員
会
に
は
取
締
役
会
に
対
す
る
報
告
義
務
が
祝
さ
れ

(商
法
特
例
法

一
条

の
四
第

一
項
)､
重
要
財
産
委
員
会
の
委
員
は
取
締
役
会
に
選
任
さ
れ
､
取
締
役
会
か
ら
監
督
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
な
お
'
重
要

財
産
委
員
会
の
設
置
お
よ
び
重
要
財
産
重
点
の
指
名
は
登
記
事
項
で
あ
り

(商
法
特
例
法

一
条
の
五
)
､
社
外
取
締
役
の
重
要
財
産

委
員
へ
の
選
任
は
強
制
さ
れ
て
い
な
い
が
'
こ
の
委
員
会
の
決
定
事
項
に
対
す
る
取
締
役
会
の
監
督
機
能
に
社
外
取
締
役
の
視
点
が

(33
)

活
か
さ
れ
て
い
れ
ば
よ
い
と
の
趣
旨
で
あ
る
｡
た
し
か
に
'
そ
の
決
定
は
取
締
役
会
を
経
な
い
だ
け
迅
速
性
を
図
る
こ
と
が
で
き
る

が
'
決
定
事
項
が
か
な
り
狭
く
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
､
会
社
全
体
と
し
て
の
経
営
の
機
動
性
の
観
点
か
ら
は
疑
問
で
あ
る
｡

一
方
､
平
成

一
三
年
に
公
表
さ
れ
た

｢商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱
中
間
試
案
｣
で
は
'
委
員
会
等
設
置
会
社
を
選

択
し
な
い
場
合
に
は
'
取
締
役
の
一
部
に
よ
り
組
綴
さ
れ
る
経
営
委
員
会
の
設
置
が
可
能
で
あ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
｡
経
済
界
の

要
請
に
よ
り
､
取
締
役
会
の
決
議
事
項
の
一
部
に
つ
い
て
経
営
委
員
会
へ
の
意
思
決
定
権
限
の
套
並
を
法
定
化
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
経
営
委
員
会
の
決
定
事
項
は
'
取
締
役
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
'
取
締
役
会
の
承
諾
を
必
要
と
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し
な
い
の
で
意
思
決
定
が
迅
速
・
機
動
的
に
行
わ
れ
、
取
締
役
会
の
経
営
委
員
会
に
対
す
る
監
督
権
限
も
明
確
化
さ
れ
、
委
譲
さ
れ

る
権
限
は
重
要
な
業
務
執
行
上
の
決
定
権
限
の
大
部
分
に
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
商
法
改
正
に
お
い
て
は
、
取
締
役
会
の

形
骸
化
防
止
の
観
点
か
ら
委
員
会
の
権
限
を
限
定
し
た
、
重
要
財
産
委
員
会
の
導
入
を
認
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
取
締
役
会
の
監
督
・
監
査
機
能
を
強
化
す
る
た
め
に
社
外
取
締
役
制
度
を
採
用
す
る
企
業
が
多
く
な
っ
て
き
た
。
社
外
取

締
役
は
、
前
述
の
ご
と
く
、
大
所
高
所
か
ら
公
共
的
外
部
的
視
点
に
よ
り
経
営
判
断
の
質
的
向
上
や
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
機
能
の
強
化
を

図
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
会
社
の
業
務
執
行
に
精
通
し
て
い
な
い
面
も
あ
り
、
意
思
決
定
監
督
機
能
を
十
分
果
た
す
こ
と
が
で
き
る

か
と
い
う
不
安
は
あ
る
。
し
か
し
、
監
査
役
設
置
会
社
に
お
い
て
も
、
社
内
取
締
役
だ
け
で
意
思
決
定
監
督
が
な
さ
れ
る
の
も
危
険

で
あ
る
か
ら
、
大
会
社
に
お
い
て
は
、
取
締
役
の
う
ち
多
く
て
も
三
分
の
一
程
度
で
あ
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
委
員
会
等
設
置
会
社
の
執
行
役
と
も
異
な
り
、
ア
メ
リ
カ
の
執
行
役
員
と
も
法
律
上
異
な
る
執
行
役
員
制
度
が
あ
る
。

日
本
に
お
い
て
は
、
使
用
人
兼
務
取
締
役
を
商
法
上
の
取
締
役
か
ら
外
し
、
業
務
執
行
に
専
念
す
る
執
行
役
員
と
い
う
地
位
に
就
け
、

取
締
役
は
執
行
役
員
を
兼
務
で
き
る
が
、
意
思
決
定
と
執
行
役
員
の
監
視
を
職
務
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
わ
が
国
の
執
行
役
員
制
度

は
、
意
思
決
定
監
督
責
任
は
あ
く
ま
で
取
締
役
会
が
負
い
、
執
行
役
員
に
業
務
執
行
責
任
を
委
譲
す
る
も
の
で
は
な
く
株
主
代
表
訴

訟
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
執
行
役
員
制
度
は
、
形
骸
化
し
た
取
締
役
会
の
改
革
を
目
的
と
し
て
導
入
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
多
人
数
の
取
締
役
会
は
意
思
決
定
の
討
議
の
場
に
な
り
に
く
い
。
そ
こ
で
、
取
締
役
数
を
削
減
す
る
た
め
に
使

用
人
兼
務
取
締
役
を
取
締
役
か
ら
外
し
、
退
任
し
た
取
締
役
が
使
用
人
に
格
下
げ
に
な
る
こ
と
に
よ
る
士
気
の
低
下
を
防
ぐ
た
め
に
、

使
用
人
の
最
高
位
と
し
て
執
行
役
員
と
い
う
取
締
役
に
近
い
地
位
を
新
た
に
設
け
る
必
要
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
執
行
役

員
兼
務
取
締
役
が
執
行
役
員
と
し
て
職
務
を
遂
行
し
て
も
、
取
締
役
と
し
て
職
務
を
執
行
し
た
こ
と
に
な
り
、
執
行
役
員
と
い
う
肩

（
鋼
）

書
に
会
社
法
上
特
別
の
法
的
な
意
味
は
な
い
。
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な
お
'
取
締
役
の
人
数
の
多
い
会
社
で
は
､
任
意
に
経
営
委
員
会

(常
務
会
)
を
設
置
す
る
こ
と
で
'
経
営
の
意
思
決
定
の
機
動

(35
)

性
を
図
る
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
が
､
反
面
'
取
締
役
会
の
形
骸
化
を
進
め
る
お
そ
れ
も
あ
る
と
の
批
判
が
あ
る
｡
し
か
し
､
経
営

委
員
会

(常
務
会
)
の
提
案
に
対
す
る
取
締
役
会
の
同
意
が
'
自
立
的
な
意
思
の
も
と
で
行
わ
れ
か
つ
提
案
の
内
容
が
チ
ェ
ッ
ク
さ

れ
､
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
同
意
を
与
え
る
こ
と
を
留
保
し
う
る
余
地
を
含
ん
で
い
る
か
ぎ
り
'
取
締
役
会
は
消
極
的
で
は
あ
る
が

意
思
決
定
を
行
っ
て
お
り
､
代
表
取
締
役
の
任
免
権
を
有
し
､
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
権
限
を
発
動
で
き
る
の
は
取
締
役
会
で
あ
る

(38
)

と
い
う
意
味
で
'
最
終
的
な
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
も
い
え
る
｡

企業統治法制の課題 (敢田英人)

3

監
査
役
制
度
と
監
査
委
員
会
制
度

委
員
会
等
設
置
会
社
に
お
い
て
'
監
査
役
で
は
な
く
'
取
締
役
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
監
査
委
員
会
が
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

理
由
は
'
①
取
締
役
会
の
外
部
者
で
あ
る
監
査
役
が
適
法
性
監
査
の
み
を
行
う
よ
り
も
'
取
締
役
会
の
構
成
員
で
組
威
さ
れ
る
監
査

委
且
会
に
よ
っ
て
監
査
を
行
う
ほ
う
が
､
業
務
執
行
の
妥
当
性
に
も
監
査
が
及
び
'
取
締
役
会
の
監
督
権
限
の
行
使
に
反
映
さ
せ
易

い
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
こ
と
'
②
日
本
の
監
査
役
制
度
は
比
較
法
的
に
も
珍
し
い
制
度
で
あ
り
､
米
英
に
近
い
企
業
統
治
制
度
の
採
用

(37
)

を
可
能
に
す
る
こ
と
に
よ
り
'
海
外
で
の
企
業
活
動
上
の
メ
リ
ッ
ト
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
'
③
監
査
役
の
会
計
監
査
権
と

業
務
監
査
権
は
､
取
締
役
会
の
機
能
と
重
複
す
る
の
で
あ
る
か
ら
､
監
査
役
の
そ
れ
ら
の
権
利
を
取
締
役
会
に
集
中
さ
せ
る
こ
と
に

(3
'

よ
り
監
査
役
を
廃
止
す
る
こ
と
､
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
｡

監
査
役
設
置
会
社
に
お
い
て
'
監
査
役
は
'
基
本
的
に
は
適
法
性
監
査
に
限
定
さ
れ
'
効
率
性
チ
ェ
ッ
ク
は
原
則
と
し
て
取
締
役

会
が
行
い
'
二
年
に
一
度
の
取
締
役
の
改
選
を
通
じ
て
株
主
総
会
が
間
接
的
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
が
､
ほ
と
ん
ど
機

能
し
て
い
な
い
と
批
判
さ
れ
て
き
た
｡
そ
こ
で
'
執
行
役
に
経
営
の
権
限
を
集
中
し
'
適
法
性
は
も
ち
ろ
ん
効
率
性
に
つ
い
て
も
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（
棚
）

チ
ェ
ッ
ク
す
る
委
員
会
等
設
置
〈
云
社
が
構
想
さ
れ
た
。
委
員
会
等
設
置
会
社
の
監
査
委
員
会
を
構
成
す
る
監
査
委
員
は
、
取
締
役
会

の
一
員
と
し
て
業
務
執
行
に
関
す
る
意
思
決
定
を
行
い
、
不
適
切
な
執
行
役
の
解
任
に
直
接
的
に
関
与
で
き
る
点
で
監
査
役
よ
り
も

（
㈹
）

強
力
な
権
限
を
有
す
る
。
し
か
し
、
監
査
委
員
が
取
締
役
会
決
議
に
参
加
す
る
分
、
取
締
役
会
決
議
自
体
が
違
法
な
場
〈
ロ
や
、
違
法

（
Ⅲ
）

行
為
が
取
締
役
会
決
議
に
基
づ
き
行
わ
れ
た
場
ヘ
ロ
の
監
査
が
、
構
造
的
に
弱
く
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
弊
害
が
あ
る
。
監
査
主

体
に
は
、
経
営
者
か
ら
の
独
立
性
・
中
立
性
が
求
め
ら
れ
、
会
社
の
内
部
機
関
で
あ
り
な
が
ら
第
三
者
的
地
位
を
占
め
る
こ
と
が
最

（
他
）

重
要
視
さ
れ
、
業
務
執
行
の
意
思
決
定
や
執
行
役
人
事
に
関
与
し
た
場
合
、
そ
の
監
査
に
期
待
す
る
こ
と
は
逆
に
難
し
い
面
が
あ
る
。

ま
た
、
監
査
委
員
会
の
監
査
委
員
は
任
期
が
一
年
で
あ
る
が
、
対
照
的
に
監
査
役
の
任
期
が
四
年
に
伸
長
さ
れ
た
こ
と
は
方
向
が

逆
で
あ
り
、
監
査
役
に
比
べ
る
と
独
立
性
の
面
で
劣
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
さ
ら
に
、
取
締
役
会
を
支
配
す
る
構
成
員
は
、
自
分
に

と
っ
て
都
合
の
悪
い
監
査
を
す
る
者
を
早
期
に
排
斥
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
指
名
委
員
会
が
取
締
役
候
補
者
を

（
柵
）

決
定
し
、
取
締
役
会
か
ら
の
独
立
性
を
確
保
し
な
け
れ
ば
、
実
効
性
に
乏
し
い
も
の
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
し
か
し
、
取
締
役
会

と
指
名
委
員
会
は
、
い
わ
ば
鶏
と
卵
の
関
係
に
立
ち
、
両
者
が
う
ま
く
噛
み
合
え
ば
機
能
を
発
揮
で
き
る
が
、
ま
っ
た
く
機
能
し
な

（
猟
）

い
危
険
が
あ
る
。
ま
た
、
監
査
委
員
会
は
さ
ま
ざ
ま
な
監
査
権
限
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
が
、
企
業
財
務
に
関
す
る
吉
向
度
の
専
門
的

知
識
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
法
律
で
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
指
名
委
員
会
に
お
け

（
術
）

る
取
締
役
の
指
名
に
関
す
る
方
針
・
基
準
も
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
監
査
委
員
の
資
格
要
件
を
明
確
化
し
規
定
し
な
け
れ
ば
、

そ
の
実
効
性
を
疑
問
視
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

監
査
役
は
、
当
該
会
社
や
子
会
社
の
営
業
報
告
請
求
権
や
業
務
財
産
調
査
権
（
商
法
二
七
四
条
一
一
項
・
二
七
四
条
の
三
）
を
有
し
、

会
社
取
締
役
間
の
訴
訟
や
株
主
代
表
訴
訟
に
お
い
て
会
社
を
代
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
商
法
二
七
五
条
の
四
）
。
一
方
、
監
査
委

員
は
、
原
則
と
し
て
こ
れ
ら
の
権
限
を
単
独
で
は
有
さ
ず
、
監
査
委
員
会
が
指
名
す
る
監
査
委
員
の
み
が
有
し
、
権
限
を
行
使
す
る
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場
合
に
は
監
査
委
員
会
の
決
議
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
商
法
特
例
法
二
一
条
の
一
○
第
一
項
・
二
項
・
三
項
・
六
項
）
。
た

だ
し
、
執
行
役
に
法
令
定
款
違
反
行
為
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
の
取
締
役
会
へ
の
報
告
（
商
法
特
例
法
二
一
条
の
一
○
第
四
項
）
や
、

執
行
役
の
違
法
行
為
の
差
止
請
求
権
（
商
法
特
例
法
一
二
条
の
一
○
第
五
項
）
に
つ
い
て
の
み
、
迅
速
性
を
要
す
る
こ
と
か
ら
監
査

委
員
の
独
任
制
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
監
査
役
が
独
任
制
を
重
視
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
監
査
委
員
に
は
一
定
の
場
合
し

か
独
任
性
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、
監
査
委
員
会
自
体
の
独
立
性
が
高
く
、
執
行
役
の
業
務
全
般
に
対
す
る
監
督
権
を
背
景
と

（
柵
）

し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
監
査
役
の
よ
う
な
独
任
制
を
強
調
す
る
必
要
が
な
い
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
組
織
的
監
査
を
理
由
と
し

（
仰
）

て
、
委
員
会
等
設
置
会
社
の
監
査
委
員
と
監
査
役
設
置
会
社
の
監
査
役
と
で
権
限
に
差
異
を
設
け
る
合
理
性
は
な
い
。
こ
う
し
た
監

査
委
員
の
独
任
制
の
弱
さ
は
、
監
査
の
実
効
性
の
弱
さ
を
導
く
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
さ
れ
る
。

ま
た
、
監
査
委
員
会
の
監
査
委
員
は
、
監
査
役
の
よ
う
に
個
々
の
業
務
執
行
を
実
査
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
の
で
、
大
会
社
の
よ
う
に
常
勤
監
査
役
（
商
法
特
例
法
一
八
条
二
項
）
を
置
く
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

常
勤
監
査
委
員
は
強
制
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
監
査
委
員
は
、
取
締
役
会
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
が
効
果
的

に
整
備
・
運
用
さ
れ
機
能
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
監
査
す
る
こ
と
が
役
割
で
あ
り
、
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
と
連
携
し
て
情
報
を
入
手

す
る
こ
と
に
よ
り
、
監
査
の
実
効
性
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
（
商
法
特
例
法
一
一
一
条
の
七
第
一
項
二
号
・
一
一
一
条
の

二
九
第
一
一
項
二
号
）
。
ま
た
、
監
査
委
員
会
は
非
常
勤
の
社
外
取
締
役
が
過
半
数
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
経
営
効
率
に
関
し
て

は
、
情
報
が
積
極
的
に
得
ら
れ
る
の
で
実
績
が
数
値
に
反
映
さ
れ
、
監
査
の
実
効
性
は
期
待
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
違
法
性
監
査
の

（
蝸
）

対
象
は
、
意
図
的
に
隠
さ
れ
外
に
情
報
と
し
て
出
て
こ
な
い
危
険
性
が
高
い
。
会
社
固
有
の
シ
ス
テ
ム
が
、
ど
う
機
能
し
ど
の
よ
う

な
問
題
点
が
あ
る
か
は
、
日
常
的
に
深
く
業
務
に
か
か
わ
っ
て
い
る
も
の
に
よ
っ
て
の
み
的
確
か
つ
効
果
的
に
な
し
う
る
。
し
た

（
相
）

が
っ
て
、
適
法
性
監
査
に
関
し
て
は
、
常
勤
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
な
い
監
査
委
員
〈
雪
は
機
能
不
全
に
陥
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
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ま
た
'
適
法
性
監
査
は
多
数
決
に
は
な
じ
ま
な
い
も
の
で
あ
り
'
監
査
機
閲
は
独
任
制
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
さ
ら
に
､
き
め
細

(50
)

か
な
監
査
を
実
施
す
る
に
は
常
勤
の
メ
ン
バ
ー
が
必
要
で
あ
る
｡
そ
う
い
う
意
味
で
は
､
ま
さ
し
く
監
査
役
制
度
は
こ
れ
ら
の
要
件

を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
｡

1
方
'
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
は
'
取
締
役
会
が
構
築
す
る
も
の
で
あ
り
'
そ
の
下
部
組
碑
で
あ
る
監
査
委
員
会
が
活
用
し
て
監
査

す
る
こ
と
は
何
ら
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
し
か
し
'
監
査
役
設
置
会
社
に
お
い
て
は
'
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
は
監
査
の
対
象
と

(.I,,)

な
る
も
の
で
あ
り
'
取
締
役
会
か
ら
の
独
立
性
を
欠
い
た
も
の
で
あ
っ
て
､
論
理
的
に
は
監
査
役
監
査
を
支
援
す
る
部
門
で
は
な
い
｡

た
だ
'
監
査
役
設
置
会
社
に
お
い
て
も
､
監
査
役
は
取
締
役
会
が
構
築
し
た
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
た
監
査
を
行
う
こ
と
は

可
能
で
あ
る
｡
た
だ
し
､
監
査
役
が
'
取
締
役
会
の
整
備
す
る
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
と
は
別
に
'
監
査
室
の
よ
う
な
監
査
ス
タ
ッ
フ

の
設
置
を
義
務
づ
け
て
活
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
'
監
査
役
が
取
締
役
会
か
ら
独
立
し
た
立
場
で
適
法
性
監
査
を
行
う
の
で
あ
り
､

(52
)

取
締
役
会
に
監
査
役
監
査
に
必
要
な
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
構
築
義
務
を
祝
す
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
｡

四

企
業
統
治
法
制
の
あ
り
方

157

委
員
会
等
設
置
会
社
と
監
査
役
設
置
会
社
は
､
い
ず
れ
の
会
社
に
お
い
て
も
'
そ
の
制
度
に
は
ま
だ
不
合
理

･
不
十
分
･不
明
確

な
点
が
多
い
｡
た
だ
'
監
査
役
設
置
会
社
の
場
合
に
は
'
必
要
な
委
員
会
を
任
意
に
設
置
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
'
委
員
会
等

設
置
会
社
に
お
い
て
は
'
指
名
委
員
会
･監
査
委
員
会
･報
酬
委
員
会
の
三
重
点
会
を
設
置
す
る
こ
と
が
強
制
さ
れ
て
い
て
'
会
社
機

関
の
柔
軟
な
設
計
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
｡
米
英
で
は
､
会
社
法
に
お
い
て
委
員
会
名
が
具
体
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
'
委
員
会
は
任
意
の
機
関
で
あ
る
｡

1
万
'
監
査
役
設
置
会
社
に
お
い
て
も
､
任
意
の
機
関
で
あ
る
各
委
員
会
が
取
締
役
会
の
下
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部
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
る
場
合
で
も
、
取
締
役
会
の
内
部
委
員
会
に
と
ど
ま
る
た
め
、
取
締
役
会
の
決
定
権
限
の
委
譲
に
よ
る
も

（
認
）

の
で
は
な
い
の
で
、
再
度
、
取
締
役
〈
蚕
の
決
議
と
い
う
手
続
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
委
員
会
等
設
置
会
社
は
、
経
営
の
基
本
的
戦
略
決
定
と
執
行
と
の
区
分
を
企
図
し
、
経
営
と
執
行
の
分
離
、
経
営
上
の
意

（
別
）

思
決
定
機
能
と
事
業
上
の
意
思
決
定
機
能
と
の
分
離
構
造
を
経
営
機
構
内
部
に
も
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
監
査
役
会
を
残
し
た
ま
ま
、
指
名
委
員
会
と
報
酬
委
員
会
の
二
委
員
会
を
置
く
タ
イ
プ
の
委
員
会
等
設
置
会
社
に
な
る

（
閲
）

（
別
）

こ
と
を
選
択
し
て
も
よ
い
し
、
従
来
の
監
査
役
制
度
を
と
り
な
が
ら
任
意
で
各
種
委
員
〈
看
を
設
け
て
も
問
題
は
な
い
。
筆
者
と
し
て

は
、
各
委
員
会
は
執
行
役
制
度
と
ワ
ン
セ
ッ
ト
で
設
置
さ
れ
、
取
締
役
会
の
下
部
機
関
で
は
あ
る
が
、
各
委
員
会
の
決
定
は
取
締
役

会
で
も
覆
す
こ
と
が
で
き
な
い
独
立
性
が
確
保
さ
れ
た
存
在
で
あ
り
、
委
員
会
名
を
具
体
的
に
規
定
せ
ず
、
会
社
の
実
情
に
応
じ
選

択
で
き
る
よ
う
柔
軟
性
を
も
っ
た
機
関
と
す
べ
き
で
あ
る
思
う
。

し
か
し
、
経
営
か
ら
独
立
し
た
監
査
機
能
を
有
し
、
独
任
制
を
と
り
常
勤
監
査
役
を
義
務
づ
け
た
監
査
役
制
度
は
存
続
す
べ
き
で

あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
監
査
役
選
任
議
案
の
株
主
総
会
へ
の
提
案
権
は
、
取
締
役
会
か
ら
監
査
役
会
に
委
譲
す
べ
き
で
あ
り
、
監

査
役
会
の
同
意
権
や
提
案
請
求
権
で
は
十
分
と
は
い
え
な
い
。
監
査
役
は
取
締
役
同
様
、
会
社
と
委
任
関
係
に
あ
り
株
主
総
会
に
よ

り
選
任
さ
れ
、
選
任
決
議
の
定
足
数
、
欠
格
事
由
な
ど
も
同
じ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
監
査
役
の
人
事
権
は
、
監
査
役
会
に
存
在

し
て
も
不
可
解
で
は
な
い
。
経
営
か
ら
独
立
し
た
監
査
機
能
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
は
人
事
権
を
独
立
さ
せ
な
い
か
ぎ
り
、
取
締
役

会
と
監
査
役
会
の
ど
ち
ら
か
一
方
が
他
方
の
人
事
権
を
掌
握
し
て
い
る
場
合
に
は
、
監
査
役
が
経
営
を
行
う
こ
と
に
な
る
か
、
取
締

役
の
経
営
を
自
己
監
査
す
る
と
い
う
矛
盾
を
払
拭
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
、
複
雑
化
、
多
様
化
し
た
企
業
社
会
に
お
い
て
、
会
計
や
法
律
の
専
門
家
は
必
ず
関
与
す
る
必
要
が
あ
り
、
監
査
役
が
行
う

監
査
に
は
、
公
認
会
計
士
や
弁
護
士
な
ど
と
の
協
力
が
不
可
欠
で
あ
る
。
大
会
社
に
お
い
て
は
、
会
計
面
の
会
計
監
査
人
と
し
て
公
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認
会
計
士
や
監
査
法
人
が
就
任
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が

(商
法
特
例
法
二
条
･
四
条
)
'
法
律
面
の
業
務
監
査
人
の
制
度
は

法
定
さ
れ
て
い
な
い
｡
今
後
ま
す
ま
す
複
雑
な
法
体
系
が
形
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
企
業
社
会
に
お
い
て
'
個
別
的
な
法
令
違
反
か
ど

う
か
の
判
断
は
'
法
律
の
専
門
家
で
な
い
監
査
役
に
と
っ
て
容
易
で
は
な
い
｡
し
た
が
っ
て
'
法
律
面
の
業
務
監
査
人
と
し
て
弁
務

士
や
弁
頚
士
法
人
に
よ
る
業
務
監
査
を
義
務
づ
け
る
必
要
が
あ
る
｡
さ
ら
に
､
会
計
面
･法
律
面
の
両
方
の
専
門
知
紐
を
有
す
る
監

(57
)

査
士

(仮
称
)
な
る
国
家
資
格
制
度
を
設
け
'
外
部
監
査
人
と
す
べ
き
こ
と
も
併
せ
て
立
法
化
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
｡

五

お
わ
U
に

本
稿
は
'
委
員
会
等
設
置
会
社
の
制
度
と
監
査
役
設
置
会
社
の
制
度
の
基
本
的
構
造
に
関
わ
る
問
題
に
つ
い
て
い
く
つ
か
取
り
上

げ
て
若
干
の
検
討
を
行
っ
た
｡
企
業
統
治
に
関
す
る
抜
本
的
な
見
直
し
が
行
わ
れ
て
い
な
い
中
'
企
業
に
と
っ
て
ど
の
制
度
を
選
択

す
べ
き
な
の
か
迷
う
の
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
'
い
ず
れ
の
企
業
統
治
機
構
を
採
用
す
る
か
を
選
択
す
る
義
務
が
熟
さ

れ
た
と
い
え
る
｡
し
か
し
､
い
ず
れ
の
制
度
を
選
択
す
る
に
し
て
も
'
企
業
が
自
主
的
に
改
革
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
よ
り
'
企
業

統
治
の
実
効
性
が
確
保
さ
れ
る
の
で
あ
り
'
各
企
業
の
企
業
努
力
に
期
待
せ
ざ
る
を
え
な
い
｡

た
だ
'
現
行
制
度
は
'
理
論
的
に
も
矛
盾
す
る
委
員
会
等
設
置
会
社
制
度
と
監
査
役
設
置
会
社
制
度
と
が
併
存
し
､
ど
ち
ら
の
制

度
を
選
択
す
る
か
は
企
業
の
判
断
に
任
せ
る
と
い
う
､
立
法
の
理
念
や
目
標
な
き
妥
協
の
産
物
と
も
い
え
る
制
度
で
あ
る
｡

一
般
に

(5
)

企
業
統
治
の
あ
り
方
は
､
企
業
の
個
別
的
な
経
験
か
ら
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
､
法
に
よ
り
規
制
す
る
以
上
は
.
単
に
各
種
の
メ

ニ
ュ
ー
を
用
意
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
な
く
'
一
定
の
目
標
に
基
づ
い
た
適
合
的
か
つ
合
理
的
規
制
と
し
て
整
備
さ
れ
る
べ

bl菰
正

き
で
あ
る
｡
経
営
効
率
向
上
の
た
め
の
新
し
い
経
営
機
構
制
度
と
し
て
導
入
さ
れ
た
委
員
会
等
設
置
会
社
制
度
は
､
現
状
で
は
'
企
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（
帥
）

業
の
側
も
採
用
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
企
業
は
限
ら
れ
て
い
る
状
況
で
あ
り
、
不
完
全
な
制
度
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
従
来
の

監
査
役
設
置
会
社
制
度
も
な
お
改
善
す
べ
き
点
が
残
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
制
度
の
長
所
を
組
み
合
わ
せ
、
さ
ら
に
実
効

性
の
あ
る
発
展
し
た
制
度
に
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
今
後
の
制
度
改
廃
の
動
向
に
期
待
し
慎
重
に
注
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
、
）
並
木
忠
男
「
社
外
取
締
役
の
役
割
明
確
に
」
日
本
経
済
新
聞
平
成
一
六
年
二
月
二
四
日
朝
刊
二
九
面
。

（
川
）
森
本
滋
、
前
掲
注
（
９
）
、
一
一
二
頁
、
二
三
頁
》
始
関
正
光
「
平
成
一
四
年
改
正
商
法
の
解
説
〔
Ⅵ
〕
」
商
事
法
務
一
六
四
二
号
（
二
○
○

（
６
）
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
⑫
、
昌
色
一
切
冨
晒
昌
伜
■
⑰
目
、
ａ
画
一
：
戸
『
冒
巨
二
月
『
冒
冒
刃
⑤
一
色
二
目
、
三
つ
、
旦
乏
・
目
ｍ
８
ａ
ｎ
Ｃ
目
で
Ｃ
⑫
言
：
四
目
。
『
冒

勺
・
『
ず
目
目
８
⑫
一
口
こ
い
．
Ｆ
豊
・
Ｃ
ｇ
‐
Ｃ
ｕ
一
（
｝
し
ｇ
）
・
を
参
照
。

（
７
）
近
藤
光
男
Ⅱ
牛
丸
興
志
夫
Ⅱ
田
村
詩
子
Ⅱ
志
谷
匡
史
Ⅱ
川
口
恭
弘
Ⅱ
黒
沼
悦
郎
－
行
澤
一
人
「
株
式
会
社
に
お
け
る
経
営
監
督
の
あ
り
方

［
上
］
」
商
事
法
務
一
六
一
一
号
（
二
○
○
一
）
一
三
頁
。

（
８
）
武
井
一
浩
「
米
国
型
取
締
役
の
実
態
と
日
本
へ
の
導
入
上
の
問
題
［
Ⅲ
一
」
商
事
法
務
一
五
○
八
号
二
九
九
八
）
一
七
頁
。

（
９
）
森
本
滋
「
委
員
会
等
設
置
会
社
制
度
の
理
念
と
機
能
［
中
］
ｌ
監
査
委
員
会
と
監
査
役
制
度
の
比
較
を
中
心
に
ｌ
」
商
事
法
務
一
六
六
七
号

六
八
頁
。

（
６
）
こ
の
一

（
２
）
脇
田
良
一
「
監
査
役
と
監
査
委
員
会
」
企
業
会
計
五
六
巻
一
号
（
二
○
○
四
）
五
八
頁
。

（
３
）
出
口
正
義
「
委
員
会
等
設
置
会
社
の
立
法
の
意
義
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
’
’
’
二
九
号
（
二
○
○
二
）
五
一
頁
。

（
４
）
森
本
滋
「
大
会
社
の
管
理
運
営
と
会
社
法
制
の
現
代
化
に
関
す
る
要
綱
試
案
〔
上
〕
」
商
事
法
務
一
六
九
九
号
（
二
○
○
四
）
一
三
頁
。

（
５
）
神
作
裕
之
「
委
員
会
等
設
置
会
社
に
お
け
る
業
務
執
行
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
学
習
院
大
学
法
学
会
雑
誌
三
八
巻
一
号
（
二
○
○
二
）

（
１
）
・
酒
巻
俊
雄

（
二
○
○
二
）

森
本
滋

（
二
○
○
三
）

「
取
締
役
と
執
行
役
の
職
務
と
責
任
ｌ
従
来
型
と
新
型
経
営
機
櫓
に
お
け
る
職
務
内
容
の
対
比
ｌ
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
○
九
三
号

二
四
頁
。

頁
｡
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（
四
）
浜
田
道
代
「
商
法
改
正
と
コ
ー
ボ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
監
査
役
四
六
二
号
（
二
○
○
一
一
）
八
頁
。
な
お
、
委
員
会
等
設
囲
会
社
制
度
を
採

用
す
る
会
社
と
、
採
用
し
な
い
会
社
（
監
査
役
設
圃
会
社
）
と
の
間
で
、
役
員
の
寅
任
や
利
益
処
分
の
確
定
椛
限
を
有
す
る
機
関
に
つ
き
差
異
が

生
じ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
衆
・
参
両
院
の
法
務
委
員
会
の
付
帯
決
錨
に
お
い
て
、
こ
の
差
異
を
維
持
し
続
け
る
の
が
相
当
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ

い
て
検
討
す
る
よ
う
指
示
が
さ
れ
て
い
る
（
始
関
正
光
「
平
成
一
三
年
．
一
四
年
会
社
法
改
正
の
全
体
像
と
今
後
の
課
題
」
金
融
法
務
事
愉
一
六

五
○
号
〔
二
○
○
二
〕
一
一
頁
）
。
ま
た
、
法
制
審
議
会
会
社
法
部
会
「
会
社
法
制
の
現
代
化
に
関
す
る
要
綱
試
案
」
に
お
い
て
も
、
委
員
会
等

設
置
会
社
以
外
の
株
式
会
社
の
取
締
役
の
資
任
に
つ
い
て
、
過
失
貨
任
化
す
る
方
向
性
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。

（
、
）
浜
田
道
代
、
前
掲
注
⑮
）
、
九
頁
。

（
、
）
近
藤
光
男
Ⅱ
牛
丸
興
志
夫
Ⅱ
田
村
詩
子
Ⅱ
志
谷
匡
史
Ⅱ
川
口
恭
弘
Ⅱ
黒
沼
悦
郎
Ⅱ
行
澤
一
人
「
株
式
会
社
に
お
け
る
経
営
監
督
の
あ
り
方
［
下
ご

商
事
法
務
一
六
一
二
号
（
一
一
○
○
一
）
二
七
頁
。

（
、
）
始
関
正
光
「
平
成
一
四
年
改
正
商
法
の
解
説
〔
Ｖ
〕
」
商
事
法
務
一
六
四
一
号
（
二
○
○
一
｜
）
二
八
頁
注
（
元
）
。

（
、
）
始
関
正
光
、
前
掲
注
五
）
、
二
八
頁
注
（
刀
）
．

（
型
）
出
口
正
義
、
前
掲
注
（
３
）
、
五
三
頁
。

（
ｕ
）
川
口
幸
美
「
社
外
取
締
役
制
度
と
コ
ー
ボ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
の
分
析
（
下
）
」
監
査
役
四
五
三
号
（
一
一
○
○
二
）
一
○
頁
。

（
⑱
）
志
谷
匡
史
「
社
外
取
締
役
制
度
の
省
察
Ｉ
改
正
商
法
の
批
判
的
検
討
Ｉ
」
姫
路
法
学
三
六
号
（
二
○
○
二
）
五
五
頁
。

（
川
）
近
藤
光
男
「
執
行
役
」
民
商
法
雑
誌
一
二
六
巻
四
・
五
号
（
二
○
○
二
）
五
二
二
頁
。

（
脂
）
上
村
達
男
「
大
会
社
に
お
け
る
運
営
機
櫛
の
選
択
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
○
九
三
号
（
二
○
○
二
）
八
六
頁
。

（
肥
）
近
藤
光
男
Ⅱ
牛
丸
興
志
夫
Ⅱ
田
村
詩
子
Ⅱ
志
谷
匡
史
Ⅱ
川
口
恭
弘
Ⅱ
黒
沼
悦
郎
Ⅱ
行
潔
一
人
、
前
掲
注
（
７
）
、
一
二
頁
、
一
三
頁
。

（
Ⅳ
）
樗
口
実
「
執
行
役
の
選
任
・
権
限
等
と
執
行
役
員
と
の
関
係
」
商
事
法
務
一
六
四
三
号
（
二
○
○
二
）
四
○
頁
。

（
旧
）
森
本
滋
「
委
員
会
等
設
掻
会
社
制
度
の
理
念
と
機
能
［
上
－
１
監
査
委
員
会
と
監
査
役
制
度
の
比
較
を
中
心
に
ｌ
」
商
事
法
務
一
六
六
六
号

（
旧
）
森
本
滋

（
二
○
○
三
）

（
四
）
浜
田
道
代

二
）
二
六
頁
注
（
、
）
。

八
頁
。
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（
伽
）
武
井
一
浩
「
委
員
会
等
設
置
会
社
制
度
と
重
要
財
産
委
員
会
の
導
入
」
企
業
会
計
五
四
巻
八
号
（
二
○
○
二
）
三
二
頁
．

（
飢
）
浜
田
道
代
「
取
締
役
会
制
度
の
改
革
②
（
委
員
会
等
設
圃
会
社
）
」
金
融
・
商
事
判
例
一
一
六
○
号
（
二
○
○
三
）
一
五
一
頁
。

（
廻
）
尾
崎
安
央
「
監
査
役
制
度
の
改
正
提
案
を
め
ぐ
っ
て
～
公
表
さ
れ
た
「
中
間
試
案
」
を
中
心
に
～
」
監
査
役
四
四
八
号
（
二
○
○
二
一
八
頁
。

（
犯
）
前
田
重
行

（
羽
）
始
関
正
光
、

（
犯
）
家
近
正
直

〈
”
）
森
本
滋

（
二
○
○
三
）

（
お
）
奥
島
孝
康
「
監
査
制
度
と
会
社
立
法
の
国
際
化
」
法
律
時
報
六
五
巻
七
号
（
一
九
九
三
）
六
○
頁
。

（
加
）
片
木
晴
彦
「
監
査
役
と
監
査
委
員
会
」
民
商
法
雑
誌
一
二
六
巻
四
・
五
号
（
二
○
○
二
）
五
四
四
頁
。

（
刀
）
川
村
正
幸
「
改
正
商
法
に
よ
る
コ
ー
ボ
レ
ー
ト
，
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
」
企
業
会
計
五
四
巻
三
号
（
二
○
○
二
）
二
三
頁
。

（
羽
）
久
保
利
英
明
Ⅱ
菊
地
伸
「
事
業
会
社
に
お
け
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
進
め
方
」
商
事
法
務
一
五
二
七
号
（
一
九
九
九
）
九
頁
。

（
”
）
川
村
正
幸
、
前
掲
注
（
刀
）
、
二
○
頁
、
二
一
頁
。

（
犯
）
片
木
晴
彦
「
わ
が
国
の
監
査
役
制
度
の
改
正
Ｉ
課
題
と
問
題
点
（
上
）
」
監
査
役
四
三
七
号
（
二
○
○
一
）
九
頁
。

（
別
）
中
村
一
彦
「
コ
ー
ボ
レ
ー
ト
・
ガ
パ
ナ
ン
ス
と
重
要
財
産
委
員
会
制
度
ｌ
従
来
型
の
運
営
管
理
機
構
－
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
○
九
三
号
（
二
○

○
二
）
九
七
頁
、
九
八
頁
。

（
犯
）
拙
稿
「
経
営
モ
ニ
タ
リ

（
羽
）
酒
巻
俊
雄
、
前
掲
注
（

（
羽
）
森
本
滋
「
公
開
会
社

（
”
）
武
井
一
浩
「
委
員
会
等
一

（
二
○
○
二
）
七
頁
。

拙
稿
「
経
営
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
の
再
検
討
」
琉
大
法
学
六
八
号
（
二
○
○
二
）
八
○
頁
。

酒
巻
俊
雄
、
前
掲
注
（
１
）
、
’
一
五
頁
。

森
本
滋
「
公
開
会
社
の
経
営
機
構
改
革
と
執
行
役
員
・
監
査
役
（
二
」
法
学
論
叢
一
四
五
巻
一
号
（
一
九
九
九
）
二
一
頁
。

武
井
一
浩
「
委
員
会
等
設
置
会
社
の
実
務
的
観
点
か
ら
の
検
討
（
上
）
－
米
国
型
取
締
役
会
と
の
比
較
を
踏
ま
え
て
ｌ
」
監
査
役
四
五
九
号

前
田
重
行
「
会
社
の
運
営
機
構
」
『
岩
波
講
座
基
本
法
学
七
－
企
業
』
（
岩
波
書
店
・
一
九
八
五
）
’
’
五
頁
。

始
関
正
光
、
前
掲
注
（
、
）
、
二
六
頁
注
（
“
）
。

家
近
正
直
「
監
査
役
の
選
択
制
を
ど
う
考
え
る
か
」
取
締
役
の
法
務
九
五
号
（
二
○
○
二
）
九
八
頁
。

森
本
滋
「
委
員
会
等
設
置
会
社
制
度
の
理
念
と
機
能
〔
下
〕
－
監
査
委
員
会
と
監
査
役
制
度
の
比
較
を
中
心
に
－
」

一
九
頁
。

商
事
法
務
一
六
六
八
号
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（
鋼
）
武
井
一
浩
「
委
員
会
等
設
歴
会
社
・
重
要
財
産
委
員
会
」
金
融
法
務
事
情
一
六
五
○
号
〈
二
○
○
二
）
一
一
一
一
頁
。

（
弱
）
浜
田
道
代
、
前
掲
注
（
細
）
、
一
五
九
頁
性
分
）

（
”
）
長
谷
川
俊
明
「
コ
ン
ブ
ラ
イ
ア
ン
ス
と
コ
ー
ボ
レ
ー
ト
・
ガ
パ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
」
税
経
通
信
五
八
巻
一
号
（
二
○
○
一
二
）
一
一
一
二
頁
。

命
）
拙
稿
、
前
掲
注
（
羽
）
、
八
五
頁
。

（
卵
）
こ
の
点
に
つ
い
て
、
田
日
ロ
戸
四
・
ｍ
厨
肩
『
す
『
：
穴
・
三
目
穏
⑥
『
駒
ａ
旨
⑥
『
①
【
－
．
．
回
目
旨
く
⑰
里
Ｃ
『
、
一
雪
①
｝
胃
⑰
自
已
①
：
⑥
：
且
両
く
冨
ｇ
８
ｃ
ｐ
の
一
』
・
ｎ
ｏ
８
．

Ｆ
い
ち
・
具
凹
含
‐
い
ま
（
一
℃
宝
）
・
を
参
照
。

（
”
）
酒
巻
俊
雄
、

二
）
二
○
頁
。

（
お
）
西
尾
幸
夫
「
各
種
委
員
会
の
機
能
と
問
題
点
Ｉ
新
型
運
営
機
構
に
お
け
る
ｌ
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
○
九
一
一
一
号
（
二
○
○
二
）
’
○
八
頁
。
な

お
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
規
制
と
し
て
、
旨
６
両
⑪
一
。
陽
①
ｚ
Ｃ
・
〕
←
「
一
目
①
②
．
シ
且
】
Ｓ
ｃ
冒
己
旨
⑩
⑥
ロ
ー
い
⑥
一
．
眉
『
⑰
（
ロ
の
８
ヨ
ワ
・
『
Ｂ
』
し
ｇ
）
・
を
参
照
。

（
“
）
上
村
達
男
、
前
掲
注
（
巴
、
八
八
頁
。

（
幻
）
岡
田
昌
浩
「
委
員
会
等
設
囲
会
社
に
お
け
る
監
査
・
監
督
制
度
（
二
）
．
完
ｌ
監
査
・
監
督
情
報
の
視
点
か
ら
の
検
討
ｌ
」
法
学
論
議
一
五
三

巻
五
号
（
二
○
○
三
）
八
四
頁
。

（
鯛
）
家
近
正
直
、
前
掲
注
宛
）
、
九
九
頁
。

⑮
）
家
近
正
直
、
前
掲
注
（
“
）
、
五
五
頁
。

（
卯
）
森
本
滋
、
前
掲
注
（
ね
）
、
’
七
頁
。

（
釦
）
脇
田
良
一
、
前
掲
注
（
２
）
、
五
九
頁
。

（
犯
）
黒
招
悦
郎
「
監
査
役
・
会
計
監
査
人
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
六
七
号
（
二
○
○
四
）
七
四
頁
。

（
”
）
酒
巻
俊
雄
、
前
掲
注
（
１
）
、
二
五
頁
》
野
村
修
也
「
経
営
管
理
機
構
の
あ
り
方
と
取
締
役
会
改
革
」
法
律
時
報
七
四
巻
一
○
号
（
二
○
○

轍
）
始
関
正
光
、

（
“
）
家
近
正
直

三
五
一
頁
。

前
掲
注
（
ｍ
）
、
二
五
頁
注
（
⑯
）
。

「
監
査
委
員
会
と
監
査
役
」
河
合
伸
一
判
事
退
官
・
古
稀
記
念
『
会
社
法
・
金
融
取
引
法
の
理
論
と
実
務
』
（
商
事
法
務
・
二
○
○
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（
刃
）
出
口
正
義
、
前
掲
注
（
３
）
、
五
五
頁
。

（
印
）
日
本
監
査
役
協
会
は
、
委
員
会
等
設
鬮
会
社
へ
の
移
行
動
向
調
査
結
果
を
ま
と
め
た
。
同
調
査
は
平
成
一
六
年
四
月
一
四
日
か
ら
二
八
日
ま
で

実
施
さ
れ
、
有
効
回
答
数
一
四
四
一
一
一
社
（
回
答
率
三
三
・
一
％
、
う
ち
上
場
会
社
九
一
一
一
六
社
）
で
、
委
員
会
等
設
麗
会
社
に
「
今
後
移
行
す
る
予

定
」
は
三
社
（
○
・
一
一
％
）
、
「
検
討
中
」
は
二
○
社
〈
一
・
四
％
）
、
「
移
行
す
る
予
定
は
な
い
」
は
一
一
一
四
一
社
（
八
六
・
○
％
）
と
な
り
、
移

行
を
予
定
し
て
い
る
会
社
は
依
然
少
な
い
（
社
団
法
人
日
本
監
査
役
協
会
「
委
員
会
等
設
置
会
社
へ
の
移
行
動
向
等
コ
ー
ボ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン

ス
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
集
計
結
果
」
『
第
四
回
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ア
ン
ケ
ー
ト
ビ
。


